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書

岸
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美

緒
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本
稿
で
は
、
民
間
の
取
り
決
め
を
証
す
る
い
わ
ゆ
る
「
契
約
文
書
」
の
諸
例
を
扱
う
。
近
代
以
前
の
中
国
で
は
「
契
約
」
と
い
う
二
字

熟
語
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
契
」「
約
」「
契
拠
」「
字
」「
合
同
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
民
間
文
書
が
大
量

に
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
機
能
は

―
近
代
以
前
の
漢
語
の
「
契
」「
約
」
と
現
代
的
「
契
約
」
観
念
と
の
相
違
は
少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の

―
、
今
日
で
い
う
「
契
約
文
書
」
と
大
き
く
重
な
り
あ
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
不

動
産
の
売
買
契
約
を
は
じ
め
と
し
て
、
小
作
関
係
、
金
銭
の
貸
借
、
業
務
の
請
負
、
人
身
売
買
、
合
資
経
営
、
財
産
分
割
、
な
ど
か
ら
義

兄
弟
の
契
り
に
至
る
ま
で
、
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
取
り
決
め
は
、
必
ず
し
も
整
然
と
し
た
法
的
体
系
を

な
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
合
意
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
随
意
に
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
種
類
を
整
理
し
て
示
す
こ
と
は
難

し
い
。
こ
こ
で
は
、
中
国
社
会
の
特
質
を
比
較
的
よ
く
表
す
と
思
わ
れ
る
若
干
の
文
書
例
を
便
宜
的
に
選
び
、
解
説
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
土
地
絶
買
文
書
、
家
屋
典
売
文
書
、
典
妻
（
妻
の
質
入
れ
）
文
書
、
投
主
（
身
売
り
）
文
書
、
分
家
書
、
合
資
文
書
、
で
あ
る
。

　
売
買
な
ど
の
取
り
決
め
を
示
す
文
章
は
、
周
代
の
金
文
（
青
銅
器
に
鋳
込
ん
だ
文
字
）
や
漢
代
の
墓
の
副
葬
品
と
し
て
の
買
地
券
（
そ
の
墓

地
が
被
葬
者
の
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
石
板
な
ど
に
記
し
た
証
書
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
敦
煌
石
窟
で
発
見
さ
れ
た
文
書
の
な
か
に
は
、
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唐
代
か
ら
北
宋
初
期
の
契
約
文
書
が
数
百
点
存
在
し
、
古
代
の
契
約
の
内
容
や
書
式
を
示
し
て
い
る
。
本
書
で
扱
う
宋
代
か
ら
清
・
民
国

初
期
に
関
し
て
い
え
ば
、
契
約
文
書
の
書
き
方
は
、
少
数
民
族
地
域
な
ど
を
除
き
、
中
国
全
土
で
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
明

末
か
ら
清
代
の
契
約
文
書
を
取
り
上
げ
る
。

　
中
国
の
契
約
文
書
の
研
究
は
、
も
と
も
と
実
務
的
な
関
心
か
ら
始
ま
っ
た
。
一
九
世
紀
末
の
日
本
の
台
湾
領
有
以
後
、
臨
時
台
湾
旧
慣

調
査
会
が
行
っ
た
調
査
の
な
か
で
大
量
の
契
約
文
書
が
収
集
さ
れ
、
そ
の
後
民
国
期
に
お
け
る
各
種
調
査
に
お
い
て
も
、
民
間
の
契
約
な

い
し
契
約
文
書
は
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
。
し
か
し
歴
史
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、
民
間
の
文
書
で
あ
る
契
約
文
書
へ
の
関
心
は

比
較
的
遅
く
、
二
〇
世
紀
半
ば
こ
ろ
ま
で
は
、
法
制
史
の
立
場
か
ら
日
本
の
仁
井
田
陞
氏
な
ど
が
、
ま
た
社
会
経
済
史
の
立
場
か
ら
中
国

の
傅
衣
凌
氏
な
ど
が
先
駆
的
研
究
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
た
。
二
〇
世
紀
後
半
、
中
国
契
約
文
書
の
研
究
は
次
第
に
増
加
し
、
特
に
同
世
紀

末
か
ら
は
中
国
・
台
湾
に
お
け
る
大
量
の
契
約
文
書
史
料
の
整
理
・
出
版
が
陸
続
と
行
わ
れ
て
、
資
料
集
や
関
連
の
研
究
は
到
底
挙
げ
き

れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
宋
か
ら
清
代
の
契
約
文
書
に
関
す
る
文
献
は
、
日
本
語
・
中
国
語
・
英
語
・
韓
国
語
の
も
の
を
合
わ
せ
て
収
録
し

た
小
川
快
之
編
「
宋
‒
清
代
法
秩
序
民
事
法
関
係
文
献
目
録
」（
大
島
立
子
編
『
前
近
代
中
国
の
法
と
社
会
　
成
果
と
課
題
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇

九
年
）
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
清
代
契
約
文
書
の
読
解
指
南
書
と
し
て
は
、

臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
の
調
査
の
副
産
物
と
し
て
作
成
さ
れ
た
『
契
字
及
書
簡
文
類
集
』（
一
九
一
六
年
。『
清
代
契
約
文
書
・
書
簡
文
類
集
』

と
改
題
し
て
一
九
七
三
年
に
汲
古
書
院
よ
り
影
印
復
刊
）
が
あ
り
、
多
様
な
契
約
文
書
の
実
例
を
返
り
点
、
送
り
仮
名
付
き
で
集
成
す
る
と
同

時
に
、
詳
細
な
語
釈
を
付
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
中
国
契
約
文
書
の
歴
史
的
研
究
は
、
単
に
各
地
の
契
約
文
書
を
収
集
整
理

す
る
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
動
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
一
般
の
土
地
契
約
文
書
で
は
な
く
、

従
来
あ
ま
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
特
色
あ
る
契
約
文
書
群
、
た
と
え
ば
貴
州
の
山
林
経
営
関
係
文
書
や
北
京
の
水
売
買
の
権
利
に
関
わ

る
文
書
な
ど
に
着
目
し
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
契
約
関
係
の
独
自
の
特
質
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
第
二
に
、
契
約
文
書
に
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含
ま
れ
る
特
定
の
情
報
、
た
と
え
ば
女
性
の
地
位
な
ど
に
注
目
し
て
、
あ
る
課
題
の
解
明
の
史
料
と
し
て
契
約
文
書
を

―
し
ば
し
ば
定

量
的
に

―
利
用
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
第
三
に
、
特
定
の
家
族
な
い
し
家
族
群
に
着
目
し
て
、
当
該
家
族
関
連
の
文
書
を
網
羅
的

に
検
討
す
る
な
か
か
ら
そ
の
歴
史
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
事
例
研
究
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
契
約
そ
の
も
の
の
み
な
ら
ず
契
約
に
伴

う
民
事
的
紛
争
や
そ
の
解
決
も
含
め
て
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
契
約
を
め
ぐ
る
当
時
の
人
々
の
認
識
の
幅
や
ゆ
れ
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
方

向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
方
向
を
持
つ
具
体
的
な
契
約
文
書
研
究
と
同
時
に
、
中
国
の
「
契
」「
約
」
と
現
代
的
「
契
約
」
観
念
と

の
相
違
や
、
法
秩
序
に
お
け
る
国
家
と
民
間
の
役
割
と
い
っ
た
大
問
題
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
問

題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
解
説
の
な
か
で
適
宜
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　
不

動

産
関
係

文

書

1
　
土
地
絶
買
文
書

【
解
題
】

　
総
説
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
以
前
の
中
国
で
「
契
」「
約
」
な
ど
の
語
で
表
さ
れ
る
取
り
決
め
の
範
囲
は
極
め
て
広
範
で
あ
る
が
、
宋

代
か
ら
清
代
に
か
け
て
、「
契
」
と
い
う
語
で
人
々
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
不
動
産
売
買
文
書
、
な
か
で
も
農
地
の
売
買
文
書
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
土
地
は
直
接
経
営
の
み
な
ら
ず
、
小
作
料
収
入
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
、
最
も
安
定
し
た
投
資

対
象
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
土
地
売
買
契
約
書
は
、
土
地
所
有
を
証
す
る
最
も
重
要
な
書
類
で
あ
り
、
大
切
に
保
存
さ

れ
た
。
二
〇
世
紀
の
土
地
革
命
の
過
程
で
膨
大
な
不
動
産
関
係
文
書
が
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
現
在
残
る
契
約
文
書
類
の
な
か
で
大
多

数
を
占
め
る
の
も
、
土
地
売
買
文
書
で
あ
る
。

　
唐
代
の
均
田
制
の
時
代
に
は
、
少
な
く
と
も
法
制
上
は
土
地
の
自
由
売
買
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
八
世
紀
の
両
税
法
施
行
に
よ
っ
て
、
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所
有
土
地
の
面
積
に
応
じ
て
土
地
税
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
に
伴
い
、
土
地
売
買
も
自
由
化
さ
れ
た
。
宋
か
ら
清
代
に
か

け
て
は
、
民
間
の
土
地
売
買
が
活
発
に
行
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
国
家
が
私
人
の
土
地
所
有
権
を
積
極
的
に
定
め
保

護
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
な
し
崩
し
的
に
進
行
す
る
土
地
売
買
を
追
認
す
る
と
い
う
形
で
の
自
由
化
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
売
り
手
と
買
い
手
が
自
由
意
志
で
合
意
し
て
い
る
な
ら
ば
、
公
共
の
秩
序
を
害
し
な
い
限
り
で
そ
れ
を
追
認
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
役
所
で
の
土
地
登
記
と
い
っ
た
国
家
的
公
証
制
度
は
発
達
せ
ず
、
契
約
文
書
作
成
に
際
し
て
親
戚
・

知
人
が
集
ま
り
、
宴
会
を
開
き
、
契
約
文
書
に
署
名
し
て
証
人
と
な
る
と
い
っ
た
形
で
、
民
間
の
人
々
が
公
証
機
能
を
担
っ
た
。
国
家
が

土
地
売
買
に
関
わ
る
の
は
主
に
、
売
買
に
伴
う
土
地
税
の
名
義
の
移
転
と
、
ま
た
土
地
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
こ
っ
た
場
合
の
裁
判
と
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。

　
中
国
の
土
地
売
買
の
「
自
由
さ
」
は
、
排
他
的
・
絶
対
的
所
有
権
の
観
念
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
当
事
者
の
合
意
に
基
づ

く
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
取
り
決
め
や
社
会
的
慣
行
が
ゆ
る
や
か
な
形
で
容
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
存
す
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
い
わ
ゆ

る
排
他
的
・
絶
対
的
所
有
権
と
抵
触
す
る
よ
う
な
慣
行
も
存
在
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
中
国
の
所
有
や
契
約
の
あ
り
方
と
今
日
の
契
約
・
所

有
観
念
と
の
違
い
を
強
調
す
る
研
究
者
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
の
不
動
産
売
買
に
お
い
て
は
、
大
き
く
見
て
、
①
絶
売
す
な
わ
ち
完

全
に
売
り
切
る
売
買
と
②
典
売
す
な
わ
ち
将
来
の
回
贖
（
原
価
で
の
買
い
戻
し
）
を
認
め
る
形
で
の
売
買
と
い
う
二
つ
の
方
式
が
あ
る
が
、
こ

の
両
者
は
い
ず
れ
も
売
買
の
一
種
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
典
売
の
場
合
、
売
り
手
が
原
価
に
よ
る
回
贖
を
要
求
し
な
け
れ
ば
、
買
い
手

は
そ
の
土
地
を
実
質
的
に
所
有
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
土
地
に
は
売
り
手
の
回
贖
権
が
い
つ
ま
で
も
付
着
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
土
地
に
つ
い
て
、
①
田
底
す
な
わ
ち
小
作
料
を
取
る
権
利
と
②
田
面
す
な
わ
ち
耕
作
・
収
益
す
る
権
利
と
が
多

重
的
に
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者
が
他
方
と
無
関
係
に
そ
の
権
利
を
売
買
し
得
る
、
い
わ
ゆ
る
田
面
田
底
慣
行
も
明
末
以
降
広
範
に

見
ら
れ
た
。
こ
の
慣
行
も
、
中
国
の
所
有
権
の
特
質
を
示
す
も
の
と
し
て
、
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
慣
行
を
本

稿
で
全
面
的
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
次
項
で
は
典
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
解
説
す
る
こ
と
と
す
る
。
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な
お
、
本
稿
の
う
ち
、【
史
料
I
】【
史
料
II
】【
史
料
VI
】
と
し
て
紹
介
す
る
文
書
は
、
い
ず
れ
も
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
の

も
の
で
あ
る
。
同
研
究
所
に
は
、
清
代
・
民
国
期
の
契
約
文
書
約
三
千
件
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
紹
介
・
解
説
が
、
濱

下
武
志
他
編
『
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
　
中
国
土
地
文
書
目
録
・
解
説
』
上
・
下
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
附
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
三
年
、
一
九
八
六
年
）
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
同
研
究
所
所
蔵
の
契
約
文
書
の
収
集
過
程
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
同
研
究
所
が

古
書
店
か
ら
購
入
し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
旧
東
亜
研
究
所
の
収
集
に
係
り
戦
後
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
の
内
田
力
蔵
氏
・
古
島
和
雄

氏
の
保
管
を
経
て
一
九
八
〇
年
に
同
研
究
所
に
移
管
さ
れ
た
も
の
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
、
さ
ら
に
仁
井
田
陞
氏
を
は
じ
め
と
す
る
個

人
の
寄
贈
を
受
け
た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
文
書
群
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
同
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

【
史
料
I
】　
書
影
10

「
道
光
十
六
年
嘉
興
県
陸
門
金
氏
杜
絶
売
契
」（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
）

① 

原 

文
＊
割
註
の
形
で
複
数
行
に
な
っ
て
い
る
箇
所
は
〈
　
〉
で
示
し
た
。
改
行
の
あ
る
個
所
は
「
／
」
で
示
し
、
空
白
の
部
分
は
◇
と
し
た
。
以
下
同
様
。

立
杜
絕
賣
契
陸
門
金
氏
、
仝
孫
〈
茂
忠
／
炳
忠
／
五
觀
〉、
今
因
正
用
、
情
愿
央
中
將
自
己
祖
遺
坐
落
嘉
邑
白
五
中
十
一
庄
月
中
字
圩
號
內

水
田
柒
畝
陸
分
正
、
憑
中
杜
絕
賣
與
／
懷
◇
處
爲
業
。
三
面
議
定
、
得
受
時
値
田
價
紋
銀
陸
拾
伍
兩
正
、
當
日
立
契
、
一
色
現
銀
收
足
、
並

無
準
折
等
情
。
其
田
不
瞞
親
房
上
下
、
並
非
公
膳
祭
產
、
倘
有
人
言
、
賣
主
自
行
理
直
、
不
涉
得
業
之
事
。
自
賣
杜
絕
之
後
、
任
從
過
戶

辦
糧
、
收
租
管
業
、
造
墳
蓋
屋
、
不
贖
不
加
、
永
斬
葛
根
。
兩
相
允
洽
、
各
無
異
言
、
恐
後
無
憑
、
立
此
杜
絕
賣
契
爲
證
。

計
開
四
至 　

東
至　
　

 

西
至　
　

 

南
至　
　

北
至

今
隨
契
內
杜
絕
田
價
紋
銀
一
倂
收
足 〈
紋
銀
庫
平
色
／
收
票
不
另
立
〉

衜
光
拾
陸
年　

七
月　

日
立
杜
絕
賣
契
陸
門
金
氏
仝
孫
〈
茂
忠 

（
十
） 

炳
忠 （
十
） 

五
觀 （
十
）〉
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居
閒　
　

金
天
慶 

（
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
懷
德 （
十
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顧
鯨
飛 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吳
藹
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
筆　
　

王
水
齋 （
押
）

　

計
開
佃
戶

　

李
芳
周 

水
田
壹
畝
陸
分
五
厘 

額
正
租
米
二
石
壹
斗
七
升

　

徐
才
元 

水
田
二
畝
二
分
五
厘 
額
正
租
米
二
石
陸
斗
二
升

　

兪
景
山 

水
田
參
畝
柒
分
正   
額
正
租
米
肆
石
陸
斗
二
升
五
合

　
　

 

計
交
原
印
契
壹
紙

其
糧
在
白
五
中
十
一
庄
月
中
圩
陸
禹
嘉
戶
下
、
今
推
與
懷
處
本
年
完
辦
、
倂
照
。

② 

訓 

読

杜
絕
賣
契
を
立
つ
る
の
陸
門
金
氏
、
仝
孫
（
茂
忠
・
炳
忠
・
五
觀
）、
今
、
正
用
に
因
り
、
情
愿
し
て
中
に
央よ

り
自
己
の
祖
よ
り
遺
せ
る
坐
落

嘉
邑
白
五
中
十
一
庄
月
中
字
圩
號
內
の
水
田
柒
畝
陸
分
正
を
將も

つ

て
、
中
に
憑
り
て
杜
絕
し
て
懷
處
に
賣
與
し
業
と
爲
さ
し
む
。
三
面
議
定

し
、
時
値
杜
絕
田
價
紋
銀
陸
拾
伍
兩
正
を
得
受
し
、
當
日
立
契
し
て
、
一
色
現
銀
を
ば
收
足
す
。
並
び
に
準
折
等
情
無
し
。
其
の
田
は
親

房
上
下
を
瞞
か
ず
、
並
び
に
公
膳
祭
產
に
非
ず
、
倘も

し
人
の
言
ふ
有
ら
ば
、
賣
主
自
ら
理
直
を
行
ひ
、
得
業
の
事
に
涉
ら
ず
。
賣
り
て
杜

絕
し
て
自
り
の
後
、
過
戶
辦
糧
・
收
租
管
業
・
造
墳
蓋
屋
に
任
從
す
。
贖
せ
ず
加
へ
ず
、
永
く
葛
根
を
斬
る
。
兩
相
允
洽
し
、
各
々
異
言

無
し
。
後
に
憑
無
き
を
恐
れ
、
此
の
杜
絕
賣
契
を
立
て
て
證
と
爲
す
。

計
開
四
至　

東
至　
　

西
至　
　

南
至　
　

北
至
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今
契
內
に
隨
ひ
て
杜
絕
田
價
紋
銀
を
一
倂
に
て
收
足
す
（
紋
銀
は
庫
平
色
、
收
票
は
另
に
立
て
ず
）。

（
年
月
と
署
名
、
佃
戸
名
は
省
略
）

　
　

 
原
印
契
壹
紙
を
計
交
す
。

其
の
糧
は
白
五
中
十
一
庄
月
中
圩
陸
禹
嘉
戶
下
に
在
り
。
今
懷
處
に
推
與
し
て
本
年
完
辦
す
。
倂
せ
て
照
す
。

③ 

語 

釈

〈
杜
絕
賣
契
〉
回
贖
（
原
価
で
の
買
い
戻
し
）
に
関
す
る
条
項
を
付
け
ず
、
完
全
に
売
り
切
る
（
絶
売
）
形
の
契
約
書
。
次
項
で
扱
う
典
売
（
回

贖
条
項
つ
き
の
売
買
）
と
対
比
さ
れ
る
も
の
。　〈
陸
門
金
氏
〉
陸
家
に
嫁
い
だ
金
姓
の
女
性
を
こ
の
よ
う
に
称
す
る
。　〈
正
用
〉
正
当
な
用

途
。　〈
央
中
〉「
中
」
は
こ
こ
で
は
「
中
人
」
の
こ
と
。「
央
」
は
「
頼
む
」
の
意
。
中
人
は
売
買
の
仲
立
ち
を
し
、
問
題
が
起
こ
っ
た
場

合
は
証
人
の
役
割
も
果
た
す
。
憑
中
も
同
じ
。
こ
の
契
約
書
で
は
、
署
名
欄
の
「
居
閒
」
の
人
々
が
こ
れ
に
当
た
る
。
金
氏
の
人
物
が
二

名
見
え
る
の
は
、
立
契
者
の
実
家
の
関
係
者
で
あ
ろ
う
。　〈
圩
〉
堤
で
囲
ん
で
周
囲
の
水
路
に
排
水
す
る
こ
と
で
造
成
さ
れ
た
田
。
江
南

デ
ル
タ
な
ど
低
湿
地
に
多
く
見
ら
れ
る
。「
月
中
字
」
と
は
、
こ
の
圩
に
つ
け
ら
れ
た
地
番
。　〈
柒
畝
陸
分
正
〉
七
畝
六
分
ち
ょ
う
ど
の
意

味
。
一
般
に
契
約
文
書
で
は
、
改
竄
を
防
ぐ
た
め
、
数
字
は
大
字
で
書
く
。
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
一
か
ら
十
ま
で
の
字
は
「
壹
、
貳
、

参
、
肆
、
伍
、
陸
、
柒
、
捌
、
玖
、
拾
」
で
あ
る
。　〈
懷
處
〉
買
い
手
の
名
前
が
記
さ
れ
る
場
所
で
、
敬
意
を
示
す
た
め
擡
頭
（
改
行
し

て
行
頭
に
置
く
こ
と
）
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
懐
氏
の
家
に
売
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
懐
処
」
と
な
っ
て
い
る
。　〈
業
〉
不
動
産
の

こ
と
を
「
産
業
」
と
い
う
が
、
土
地
や
家
屋
自
体
と
い
う
よ
り
は
、
運
営
収
益
の
側
面
に
力
点
を
置
い
た
語
で
あ
る
。
後
半
に
出
て
く
る

「
収
租
管
業
」
も
、
租
（
小
作
料
）
を
取
っ
て
土
地
経
営
を
行
う
こ
と
を
い
う
。　〈
三
面
議
定
〉
契
約
文
書
の
常
用
句
で
、
売
り
手
・
買
い

手
・
中
人
の
三
者
が
合
議
す
る
こ
と
を
い
う
。　〈
紋
銀
〉
銀
の
品
位
で
最
上
位
の
も
の
を
い
う
。
当
時
、
銀
は
硬
貨
の
形
で
は
な
く
、
銀

塊
の
形
で
、
品
位
と
重
量
を
量
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。　〈
準
折
〉
借
金
返
済
の
代
替
と
し
て
貸
し
手
が
借
り
手
か
ら
家
畜
や
不
動
産
、
妻

子
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
。
明
清
律
の
戸
律
・
銭
債
「
違
禁
取
利
」
条
で
は
、
勢
力
の
あ
る
家
が
官
に
報
告
せ
ず
無
理
や
り
準
折
を
行



284



う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。「
準
折
等
情
」
が
な
い
と
は
、
売
り
手
の
自
由
意
志
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
言
。　〈
不
瞞
親
房
上
下
〉
親
族
の

了
承
を
得
て
い
る
、
と
の
意
。
土
地
の
売
却
に
当
た
り
、
親
族
に
先
に
打
診
し
、
親
族
で
購
入
を
希
望
す
る
者
が
あ
れ
ば
そ
ち
ら
に
売
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
先
買
」
の
慣
行
は
、
中
国
で
広
く
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
言
の
み
で
は
先
買
慣
行
が

存
在
し
た
か
ど
う
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
親
族
と
の
権
利
関
係
は
土
地
紛
争
の
原
因
と
な
り
や
す
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
文
言
が
入

れ
ら
れ
て
い
る
。　〈
公
膳
祭
產
〉
一
族
の
共
有
の
土
地
を
指
す
。
膳
田
と
は
分
家
（
後
述
）
の
後
も
老
親
を
養
う
た
め
に
共
有
部
分
と
し

て
取
り
除
け
て
お
く
養
老
田
の
こ
と
で
あ
る
。
祭
産
は
、
祖
先
祭
祀
の
費
用
を
得
る
た
め
の
一
族
共
有
の
不
動
産
で
あ
る
。
共
有
財
産
を

一
部
の
子
孫
が
勝
手
に
売
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
紛
争
を
引
き
起
こ
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は
共
有
財
産
で
は
な
い
こ
と
を
保
証
し

て
い
る
。　〈
過
戶
辦
糧
〉
土
地
税
の
名
義
を
書
き
換
え
る
こ
と
を
「
過
戶
」
と
い
う
。
辦
糧
は
納
税
の
意
。　〈
不
贖
不
加
〉
絶
売
の
場
合

は
、
典
売
と
異
な
り
、
元
の
売
り
手
の
原
価
に
よ
る
買
い
戻
し
（
回
贖
）
は
行
え
な
い
。
ま
た
、
典
売
の
場
合
は
、
追
加
の
代
金
を
支
払
っ

て
絶
売
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
と
も
と
絶
売
の
場
合
は
追
加
代
金
を
支
払
う
こ
と
は
な
い
。「
不
贖
不
加
」
は
そ
の
原
則
を
確

認
す
る
文
言
で
あ
る
。
た
だ
実
際
に
は
、
絶
売
の
後
に
も
売
り
手
が
買
い
戻
し
や
追
加
代
金
を
要
求
し
て
紛
争
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
買

い
手
側
も
少
額
で
あ
れ
ば
追
加
代
金
を
与
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
。　〈
計
開
四
至
〉
四
至
と
は
、
土
地
の
所
在
を
示
す
た
め
、
東
西
南
北

の
境
界
を
記
す
も
の
。「
四
址
」
と
書
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
契
約
書
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、「
某
々
の
田
」「
官
河
」
な
ど
、
所

有
者
や
水
路
な
ど
が
書
か
れ
る
。
計
開
と
は
リ
ス
ト
に
し
て
書
き
出
す
こ
と
を
い
う
。　〈
庫
平
〉
銀
を
量
る
秤
の
種
類
。
納
税
の
際
な
ど

に
用
い
ら
れ
る
。
同
じ
一
両
で
も
、
秤
に
よ
っ
て
重
さ
が
若
干
異
な
る
の
で
、
秤
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
。　〈
原
印
契
〉
印
契
と
は
、
官

印
を
捺
し
た
契
約
書
。
原
印
契
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
売
り
手
の
陸
家
が
前
の
所
有
者
か
ら
買
っ
た
時
の
契
約
書
で
、
陸
家
の
所
有
権
を

証
明
す
る
機
能
を
持
つ
。
新
し
い
売
買
に
際
し
て
は
、
売
り
手
は
以
前
の
契
約
書
も
併
せ
て
買
い
手
に
渡
し
、
所
有
権
が
完
全
に
買
い
手

に
移
転
し
た
こ
と
を
示
す
。

④ 

和 

訳
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杜
絶
売
契
を
作
成
す
る
陸
門
金
氏
、
及
び
そ
の
孫
（
茂
忠
・
炳
忠
・
五
観
）
は
、
今
、
正
当
な
用
途
〔
で
金
が
必
要
で
あ
る
こ
と
〕
に
因

り
、
自
ら
願
っ
て
中
人
に
頼
み
、
祖
先
が
残
し
た
自
家
の
財
産
で
あ
る
嘉
興
県
白
五
中
十
一
庄
月
中
字
圩
号
内
の
七
畝
六
分
ち
ょ
う
ど
の

水
田
を
、
中
人
に
依
頼
し
て
懐
氏
に
絶
売
し
て
、
そ
の
財
産
と
さ
せ
る
。
三
者
が
合
議
し
、
時
価
に
照
ら
し
杜
絶
田
価
の
紋
銀
六
五
両
ち
ょ

う
ど
を
受
け
取
り
、
即
日
契
約
書
を
作
成
し
て
均
質
な
種
類
の
銀
魂
を
全
額
領
収
し
た
。
準
折
な
ど
の
事
情
は
一
切
な
い
。

　
そ
の
田
は
親
族
の
了
承
を
得
て
お
り
、
一
族
共
有
の
養
老
田
や
祭
祀
用
の
田
で
も
な
い
。
も
し
異
論
を
唱
え
る
人
が
い
る
な
ら
ば
、
売

り
手
が
自
ら
対
処
し
、
買
い
手
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
は
な
い
。
絶
売
し
て
後
は
、〔
買
い
手
が
〕
名
義
書
き
換
え
と
納
税
、
小
作
料
徴
収

と
土
地
経
営
、
墳
墓
や
家
屋
の
建
設
な
ど
を
行
う
に
任
せ
る
。
買
い
戻
し
や
追
加
代
金
の
要
求
は
行
わ
ず
、
永
遠
に
紛
糾
の
根
を
断
ち
切

る
。
互
い
に
満
足
し
て
お
り
、
双
方
と
も
異
論
は
な
い
。
後
の
証
拠
と
な
る
も
の
が
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
こ
の
杜
絶
売
契
を
作
成
し

て
証
拠
と
す
る
。

　
す
な
わ
ち
そ
の
地
は
、
東
は
…
…
ま
で
、
西
は
…
…
ま
で
、
南
は
…
…
ま
で
、
北
は
…
…
ま
で
で
あ
る
。

　
今
、
契
内
〔
の
価
格
〕
通
り
、
杜
絶
田
価
紋
銀
を
全
額
領
収
し
た
（
紋
銀
は
庫
平
色
で
、
領
収
書
を
別
に
作
成
す
る
こ
と
は
し
な
い
）

（
年
月
と
署
名
、
佃
戸
名
は
省
略
）

　
も
と
の
売
買
の
官
印
つ
き
契
約
書
一
枚
を
渡
す
。

　
こ
の
土
地
の
税
は
、
白
五
中
十
一
庄
月
中
圩
の
陸
禹
嘉
の
戸
の
名
義
と
な
っ
て
い
た
が
、
懐
氏
の
名
義
に
移
し
、
本
年
の
税
は
す
で
に

完
納
し
て
あ
る
。
併
せ
て
証
明
す
る
。

【
解
説
】

　
本
文
書
は
、
浙
江
省
嘉
興
県
の
懐
氏
に
関
わ
る
一
群
の
文
書
の
一
つ
で
、
作
成
年
次
は
道
光
一
六
年
（
一
八
三
六
）
で
あ
る
。
縦
五
九
・

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
五
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
紙
に
、
比
較
的
端
正
に
書
か
れ
て
い
る
（
書
影
10
参
照
）。
ま
ず
、
文
書
の
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内
容
を
簡
単
に
解
説
す
る
。

　
最
初
に
「
杜
絕
売
契
を
立
つ
る
某
々
」
と
あ
り
、
契
約
の
種
類
と
立
契
者
を
記
す
。
こ
の
場
合
、
た
ま
た
ま
立
契
者
は
女
性
で
あ
る
が
、

夫
や
お
そ
ら
く
息
子
夫
婦
も
亡
く
な
り
、
残
さ
れ
た
孫
が
幼
い
た
め
、
男
の
孫
た
ち
と
連
名
で
立
契
者
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本

稿
の
他
項
の
契
約
書
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
般
に
は
家
長
（
同
居
す
る
家
族
の
な
か
で
世
代
が
高
く
年
長
の
男
性
）
の
名
前
を
単
記
す
る

こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

　「
今
、
正
用
に
因
り
」
と
は
、
土
地
売
却
に
至
っ
た
理
由
を
示
す
も
の
で
、「
正
用
」
と
い
っ
た
漠
然
た
る
言
い
方
が
多
い
が
、「
親
の
葬

式
の
費
用
の
た
め
」
あ
る
い
は
「
土
地
税
が
払
え
ず
」
な
ど
と
、
よ
り
具
体
的
に
書
い
て
あ
る
場
合
も
あ
る
。「
情
愿
し
て
中
に
央
り
」
以

下
「
七
畝
六
分
正
」
ま
で
は
売
り
出
す
土
地
に
つ
い
て
の
説
明
で
、
所
有
の
由
来
、
位
置
す
る
場
所
、
田
土
の
性
質
（
こ
こ
で
は
〝
水
田
〟）、

面
積
が
記
さ
れ
る
。

　「
中
に
憑
り
て
杜
絕
し
て
懷
處
に
賣
與
し
、
業
と
爲
さ
し
む
。
三
面
議
定
し
、
時
値
杜
絕
田
價
紋
銀
陸
拾
伍
兩
正
を
得
受
し
、
當
日
立
契

し
て
一
色
現
銀
を
ば
收
足
す
」
の
部
分
が
、
契
約
の
中
心
部
分
で
、
買
い
手
の
名
と
価
格
を
記
す
。
社
会
経
済
史
の
観
点
か
ら
は
、
土
地

の
価
格
や
用
い
ら
れ
る
貨
幣
の
種
類
な
ど
を
記
す
こ
の
部
分
が
、
関
心
の
中
心
と
な
る
。
買
い
手
の
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
契
約
書
も

か
な
り
多
く
、
そ
れ
は
、
契
約
書
を
持
っ
て
い
る
者
が
所
有
者
と
い
う
こ
と
で
、
書
く
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
下
は
、
契
約
が
自
由
意
志
に
基
づ
く
こ
と
を
確
認
し
、
物
件
の
権
利
関
係
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
保
証
し
、
紛
争
時
の
解
決
を
担
保

す
る
文
言
で
、
各
種
の
契
約
文
書
に
共
通
す
る
型
通
り
の
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
絶
売
の
文
書
で
あ
る
の
で
、「
贖
せ
ず
加
へ
ず
、
永
く

葛
根
を
斬
る
」
な
ど
、
売
り
手
と
土
地
と
の
関
係
が
完
全
に
切
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
文
言
が
あ
る
。
た
だ
し
、
絶
売
と
典
売
と
の
境
界

は
往
々
に
し
て
曖
昧
で
、
語
釈
で
述
べ
た
よ
う
に
、
絶
売
の
後
に
も
売
り
手
が
回
贖
や
追
加
代
金
を
要
求
す
る
場
合
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

　
末
尾
（「
衜
光
拾
陸
年
」
以
下
）
に
は
、
日
付
、
及
び
立
契
者
、
仲
介
者
（「
居
閒
」）、
代
筆
人
の
名
が
記
さ
れ
る
。
名
前
の
下
の
サ
イ
ン
は

花
押
の
場
合
も
あ
る
が
、
非
識
字
者
の
場
合
は
十
文
字
や
〇
で
代
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
売
り
手
は
女
性
と
子
供
な
の
で
、
お
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そ
ら
く
非
識
字
者
と
思
わ
れ
、
十
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
書
影
10
参
照
）。
付
記
と
し
て
は
、
日
付
の
右
側
に
あ
る
「
計
開
四
至
」
の

部
分
（
た
だ
し
こ
の
文
書
で
は
具
体
的
境
界
に
つ
い
て
は
空
欄
）、
受
け
取
っ
た
銀
に
つ
い
て
の
確
認
、
佃
戸
（
小
作
人
）
の
名
と
耕
作
面
積
お
よ

び
租
（
小
作
料
）
額
、
売
り
手
が
も
と
も
と
こ
の
土
地
を
買
っ
た
際
に
元
の
所
有
者
か
ら
取
っ
た
契
約
書
を
本
契
約
書
と
と
も
に
引
き
渡
す

注
記
、
な
ど
が
あ
る
。
最
終
行
は
、
契
約
書
を
書
い
た
時
点
で
は
な
く
後
に
書
き
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
、
土
地
税
の
名
義
書
き
換
え
の

確
認
で
あ
る
。

【
書
式
】

　
書
式
は
、【
解
説
】
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
立
契
者
の
名
前
／
売
却
の
理
由
／
売
却
物
件
の
説
明
／
買
い
手
に

売
り
渡
す
旨
の
言
明
／
価
格
／
権
利
関
係
な
ど
の
保
証
／
紛
争
時
の
担
保
文
言
、
と
い
う
順
序
で
の
書
き
方
は
、
売
買
文
書
の
基
本
と
な

る
も
の
で
あ
っ
て
、
地
方
的
な
差
異
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

　
な
お
、
本
文
書
に
捺
さ
れ
て
い
る
朱
印
は
嘉
興
県
の
官
印
（
漢
文
と
満
文
で
「
嘉
興
縣
印
」
と
あ
る
。
書
影
10
参
照
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
不

動
産
売
買
に
伴
う
税
（
契
税
）
を
支
払
っ
た
際
に
捺
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
清
代
に
お
い
て
は
、
時
期
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
税
率
は
お

お
む
ね
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
買
い
手
の
側
が
支
払
う
。
そ
の
際
に
、
契
税
を
支
払
っ
た
旨
の
官
の
証
明
書
（
契
尾
と
い
う
）
を
契
約
書
の
後

ろ
に
貼
り
付
け
、
契
約
書
の
価
格
の
部
分
と
契
尾
と
の
接
合
部
分
と
に
官
印
を
捺
す
。
本
文
書
の
左
側
に
割
り
印
の
一
部
が
見
え
る
の
は
、

も
と
も
と
こ
こ
に
契
尾
が
添
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
価
格
の
部
分
に
捺
す
の
は
数
値
の
改
竄
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
官
印

を
捺
し
た
契
約
書
を
「
紅
契
」
と
い
い
、
捺
し
て
い
な
い
も
の
を
「
白
契
」
と
い
う
。
契
税
の
納
入
は
登
記
と
は
異
な
る
の
で
、
官
印
を

捺
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
契
約
書
の
効
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
官
印
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
書
の
信
用
性

（
偽
造
で
な
い
こ
と
な
ど
）
は
や
や
高
ま
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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【
参
考
文
献
】

阿
風
『
明
清
時
代
婦
女
的
地
位
与
権
力

―
以
明
清
契
約
文
書
・
訴
訟
檔
案
為
中
心

―
』（
北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

臼
井
佐
知
子
「
嘉
興
懐
氏
文
書
」（
濱
下
武
志
他
編
『
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
　
中
国
土
地
文
書
目
録
・
解
説
』
上
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
附

属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
三
年
所
収
）

楊
国
楨
『
明
清
土
地
契
約
文
書
研
究
』（
北
京
、
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
。
同
修
訂
版
、
北
京
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

岸
本
美
緒
「
明
清
契
約
文
書
」（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史
　
基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
所
収
）

2
　
家
屋
典
売
文
書

【
解
題
】

　
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
近
代
の
中
国
の
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
、
絶
売
と
典
売
と
の
両
者
が
あ
る
が
、
完
全
に
売
り
切
る
形
の

絶
売
と
異
な
っ
て
、
典
売
の
場
合
は
売
り
手
が
回
贖
（
原
価
で
の
買
い
戻
し
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
の
条
項
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
特

色
で
あ
る
。
本
項
に
挙
げ
る
文
書
は
、
家
屋
を
典
売
す
る
契
約
書
で
あ
り
、
前
項
で
は
土
地
絶
売
文
書
を
挙
げ
た
が
、
む
ろ
ん
、
絶
売
か

典
売
か
は
売
却
す
る
物
件
の
種
類
と
は
無
関
係
で
、
土
地
の
場
合
に
も
家
屋
の
場
合
に
も
そ
れ
ぞ
れ
絶
売
と
典
売
が
あ
る
。

　
典
売
は
「
典
」「
活
売
」
と
も
呼
ば
れ
、
請
戻
し
が
で
き
る
と
い
う
点
か
ら
「
質
入
れ
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
現
代
の
日
本
で

一
般
に
用
い
ら
れ
る
「
質
」
の
概
念
と
は
異
な
る
。「
質
」
の
場
合
は
期
限
を
設
定
し
、
そ
の
期
限
ま
で
に
返
済
が
で
き
な
い
と
「
質
流

れ
」
と
な
っ
て
請
戻
し
が
不
可
能
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
典
の
場
合
も
同
じ
く
期
限
を
設
定
す
る
が
、
そ
れ
は
期
限
ま
で
は
請
戻
し
が

で
き
な
い
が
、
期
限
を
過
ぎ
れ
ば
元
の
所
有
者
は
永
遠
に
請
戻
し
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
生
活
に
困
窮
し
て
不
動
産
を
売

る
際
、
売
り
手
と
し
て
は
完
全
に
手
放
す
の
で
は
な
く
、
資
金
繰
り
が
付
き
次
第
買
い
戻
す
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
が
多
い
。
従
っ
て
、
絶

売
の
場
合
よ
り
も
や
や
安
い
価
格
で
典
売
す
る
。
一
方
、
買
い
手
の
側
は
、
典
売
の
場
合
絶
売
よ
り
も
や
や
安
い
価
格
で
不
動
産
を
入
手
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し
、
売
り
手
が
回
贖
し
な
い
限
り
、
そ
の
不
動
産
を
所
有
不
動
産
と
同
様
に
経
営
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
双
方
の
意
向

が
一
致
し
て
、
典
売
は
広
範
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
典
売
さ
れ
た
不
動
産
は
多
く
の
場
合
、
売
り
手
の
困
窮
の
た
め
回
贖
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
買
い
手
か
ら
追
加
代
金
を
取
っ

て
絶
売
に
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
追
加
代
金
は
、
理
論
上
、
も
と
も
と
支
払
っ
た
価
格
と
絶
売
の
時
価
と
の
差
額
と
な
る
。
も
し

原
典
価
と
追
加
代
金
の
合
計
が
時
価
よ
り
安
い
な
ら
、
売
り
手
と
し
て
は
原
価
で
回
贖
し
て
時
価
で
絶
売
す
る
方
が
有
利
で
あ
り
、
一
方

そ
の
合
計
が
時
価
よ
り
高
い
場
合
は
買
い
手
の
方
が
支
払
い
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
絶
売
と
典
売
と
は
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た
違
い
を
持
つ
が
、
契
約
文
書
の
書
き
方
が
曖
昧
で
あ
る
場
合
や
契
約
文
書
の
真
偽
が
問

題
に
な
る
場
合
も
あ
っ
て
、
絶
売
か
典
売
か
と
い
う
こ
と
は
、
不
動
産
を
め
ぐ
る
紛
争
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。

　
本
文
書
に
「
合
同
」
と
い
う
名
称
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
紛
争
を
防
止
す
る
と
い
う
課
題
と
関
係
が
あ
る
。
前
項
の
契
約
書

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
不
動
産
売
買
の
場
合
は
一
般
に
、
双
方
の
権
利
義
務
を
文
書
の
な
か
に
明
示
し
て
双
方
が
署
名
す
る
と
い
う
形
を

取
ら
ず
、
売
り
手
の
側
が
土
地
の
移
転
を
確
認
し
そ
れ
に
伴
う
保
証
を
一
方
的
に
行
う
と
い
う
形
式
を
取
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
、
契

約
書
を
受
け
取
り
保
管
す
る
の
は
買
い
手
の
み
で
あ
っ
て
、
売
り
手
の
側
に
は
契
約
書
は
残
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、「
合
同
」
と
呼
ば
れ

る
契
約
書
は
、
同
様
の
内
容
を
記
し
た
契
約
書
を
双
方
が
保
管
す
る
と
い
う
点
に
特
色
が
あ
る
。
典
売
の
場
合
も
、
一
般
的
に
は
合
同
で

な
く
売
り
手
の
み
が
作
成
し
て
買
い
手
に
渡
す
場
合
が
多
い
が
、
典
売
に
お
い
て
は
買
い
手
の
側
も
売
り
手
の
回
贖
要
求
が
あ
れ
ば
回
贖

を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
が
生
ず
る
の
で
、
売
り
手
の
側
で
も
契
約
書
を
保
管
し
て
お
く
こ
と
が
自
ら
の
回
贖
権
を
守
る

手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
の
蘇
州
の
典
売
契
は
い
ず
れ
も
、
合
同
契
の
形
を
取
っ
て
お
り
、
売
り
手
が

作
成
し
て
買
い
手
が
保
管
す
る
も
の
を
上
契
、
買
い
手
が
作
成
し
て
売
り
手
が
保
管
す
る
も
の
を
下
契
と
呼
ん
で
い
る
。

【
史
料
II
】　
書
影
11
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「
乾
隆
四
十
五
年
葉
典
与
祝
処
合
同
契
」（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
）

① 
原 

文

立

典
房
屋
連
基
地
上
契
葉
安
素
、
爲
因
正
用
、
憑
居
閒
〈
毛
莘
圍
／
薛
廷
士
／
顧
釐
周
／
蔣
廷
章
〉
等
、
將
父
遺
市
房
壹
所
、
坐
落
吳

縣
拾
壹
都
念
參
啚
南
濠
大
街
盧
家
巷
南
首
、
朝
東
門
面
出
入
、
計
柒
進
、
共
上
下
樓
房
參
拾
肆
閒
拾
披
廂
、
又
平
披
兩
個
、
後
門
通
王
家

巷
、
倂
隨
房
裝
摺
、
議
典
與
◇
祝
處
管
業
。
三
面
議
定
、
時
値
典
價
元
絲
足
兌
銀
壹
千
柒
伯
兩
整
、
內
聽
修
理
銀
參
拾
兩
、
當
日
隨
契
一

倂
收
足
、
並
無
貨
債
準
除
。
其
房
的
係
己
產
、
並
無
門
房
上
下
有
分
人
爭
執
及
重
疊
交
易
、
倘
有
等
情
、
出
產
人
理
直
、
與
得
業
者
無
干
。

其
房
言
定
柒
週
年
爲
滿
、
年
滿
之
後
、
如
有
原
價
、
任
憑
取
贖
。
如
無
原
價
、
仍
舊
管
業
、
只
贖
不
加
。
基
地
糧
折
隨
產
辦
納
。
此
係
兩

愿
非
逼
、
各
無
異
言
。
欲
後
有
憑
、
立
此

典
房
屋
基
地
上
契
爲
照
。

　
　

隨
契
收
足
時
値
典
房
價
元
絲
足
兌
銀
壹
千
柒
伯
兩
整
（
押
）〈
內
聽
修
理
銀
參
拾
兩
正
／
砝
馬
陳
瑞
生
曹
平
／
東
金
伍
兩
／
管
家
參
兩
〉

乾
隆
肆
拾
伍
年
捌
月　
　
　

日　
　
　
　
　
　
　
　

立

典
房
屋
連
基
地
上
契　

葉
安
素
（
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

居
閒　
　
　
　

毛
莘
圍
（
押
）
薛
廷
士
（
押
）
下
略

計
交
原
印
契
壹
紙
、
回
贖
時
歸
還
、
又
照
。

計
開
四
址
〈
東
官
界
／
西
小
衖
／
南
何
屋
／
北
◇
屋
〉

② 

訓 

読

典
房
屋
連
基
地
上
契
を
立
つ
る
の
葉
安
素
、
正
用
に
因
る
が
爲
に
、
居
閒
（
毛
莘
圍
・
薛
廷
士
・
顧
釐
周
・
蔣
廷
章
）
等
に
憑
り
て
、
父
の

遺
せ
る
市
房
壹
所
、
吳
縣
拾
壹
都
念
參
啚
南
濠
大
街
盧
家
巷
南
首
に
坐
落
し
、
東
に
朝む

か

へ
る
門
面
よ
り
出
入
し
、
計
柒
進
、
共あ
は

せ
て
上
下

樓
房
參
拾
肆
閒
拾
披
廂
、
又
た
平
披
兩
個
、
後
門
は
王
家
巷
に
通
ず
る
も
の
を
將
て
、
房
に
隨
ふ
裝
摺
を
倂
せ
て
、
議
し
て
祝
處
に
典
與

し
て
管
業
せ
し
む
。
三
面
議
定
せ
る
の
時
値
典
價
は
元
絲
足
兌
銀
壹
千
柒
伯
兩
整
、
內
に
聽ゆ

る

す
修
理
銀
參
拾
兩
、
當
日
契
に
隨
ひ
て
一
倂

し
て
收
足
す
。
並
び
に
貨
債
準
除
無
し
。
其
の
房
は
的ま

こ
とに
己
產
に
係
り
、
並
び
に
門
房
上
下
の
有
分
の
人
の
爭
執
す
る
も
の
及
び
重
疊
交
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易
無
し
。
倘
し
等
情
有
ら
ば
、
出
產
の
人
理
直
し
、
得
業
者
に
干
す
る
無
し
。
其
の
房
は
言
定
し
て
柒
周
年
を
滿
と
爲
す
。
年
滿
の
後
、
如

し
原
價
有
ら
ば
取
贖
に
任
憑
す
。
如
し
原
價
無
く
ん
ば
、
舊
に
仍
り
て
管
業
す
。
只
贖
す
る
の
み
に
て
加
へ
ず
。
基
地
の
糧
折
は
產
に
隨

ひ
て
辦
納
す
。
此
れ
兩
愿
に
係
り
逼
る
に
非
ず
、
各
々
異
言
無
し
。
後
に
憑
有
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
此
の

典
房
屋
基
地
上
契
を
立
て
て

照
と
爲
す
。

　
　

契
に
隨
ひ
て
收
足
せ
る
時
値
典
房
價
元
絲
足
兌
銀
壹
千
柒
伯
兩
整
（
押
）、
內
に
聽
す
修
理
銀
參
拾
兩
正
、
砝
馬
陳
瑞
生
曹
平
、
東
金

伍
兩
、
管
家
參
兩

（
日
付
、
及
び
署
名
は
省
略
）

計
交
せ
る
原
印
契
壹
紙
は
、
回
贖
時
に
歸
還
す
、
又
た
照
す
。

計
開
四
址　

東
官
街
／
南
何
屋
／
西
小
衖
／
北
◇
屋

③ 

語 

釈

〈

〉〝
合
〟
字
と
〝
同
〟
字
を
合
成
し
た
字
で
、
合
同
の
意
。
同
じ
取
引
に
つ
い
て
複
数
の
同
内
容
の
契
約
書
を
作
り
、
各
当
事
者
が
保

管
す
る
形
式
の
契
約
書
。【
解
説
】
参
照
。　〈
基
地
〉
敷
地
。　〈
市
房
〉
房
と
は
家
屋
の
こ
と
。「
市
房
」
は
、
都
市
区
域
に
位
置
す
る
家

屋
を
い
う
。　〈
南
濠
大
街
〉
蘇
州
城
外
西
側
の
運
河
に
沿
っ
た
一
帯
で
、
城
外
で
は
あ
る
が
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
物
資
の
集
散
地
と
し

て
名
高
い
繁
華
街
で
あ
っ
た
。　〈
柒
進
〉「
進
」
と
は
家
屋
の
構
造
に
関
す
る
語
で
、
大
型
の
家
屋
の
正
面
か
ら
奥
に
か
け
て
、
中
庭
を
そ

れ
ぞ
れ
間
に
は
さ
ん
で
建
物
が
数
列
に
平
行
し
て
並
ん
で
い
る
場
合
、
そ
の
中
庭
の
数
で
「
三
進
宅
院
」「
四
進
宅
院
」
な
ど
と
い
う
。　

〈
裝
摺
〉
窓
や
戸
棚
な
ど
建
物
の
内
装
設
備
を
い
う
。　〈
元
絲
足
兌
銀
〉
元
絲
銀
と
は
、
紋
銀
（
前
述
）
よ
り
や
や
劣
る
純
度
の
銀
で
、
江

蘇
・
浙
江
な
ど
で
広
く
流
通
し
て
い
た
。
元
絲
足
兌
銀
と
は
、
元
絲
銀
と
等
価
で
交
換
で
き
る
品
位
の
銀
と
い
う
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
（
他

の
契
約
書
で
は
「
元
絲
九
五
兌
」
な
ど
の
記
載
も
あ
り
、
こ
れ
は
元
絲
銀
と
の
交
換
に
際
し
て
の
比
率
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）。　〈
重
疊
交
易
〉

二
重
売
買
。
す
で
に
売
っ
て
他
人
の
も
の
と
な
っ
た
土
地
を
さ
ら
に
第
三
者
に
売
っ
て
二
重
に
価
格
を
得
る
詐
欺
行
為
で
律
に
禁
止
規
定
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が
あ
る
。　〈
只
贖
不
加
〉
回
贖
は
認
め
る
が
追
加
代
金
は
認
め
な
い
と
い
う
意
味
。　〈
糧
折
〉
糧
と
は
現
物
で
納
め
ら
れ
る
漕
糧
、
折
と

は
銀
で
納
め
る
税
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
土
地
に
か
か
る
税
で
あ
る
。　〈
砝
馬
陳
瑞
生
曹
平
〉
銀
の
秤
に
つ
い
て
の
注
記
。
曹

平
は
蘇
州
を
中
心
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
秤
で
、
庫
平
（
前
述
）
に
比
べ
や
や
一
両
の
重
さ
が
軽
い
。
砝
馬
と
は
秤
の
分
銅
の
こ
と
で
、

陳
瑞
生
と
い
う
両
替
商
の
分
銅
に
準
拠
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。　〈
東
金
〉〈
管
家
〉
い
ず
れ
も
不
動
産
売
買
に
際
し
て
関
係
者
に
支

払
わ
れ
る
礼
金
の
類
と
思
わ
れ
る
が
不
詳
。

④ 

和 

訳

　
合
同
典
房
屋
連
基
地
上
契
を
立
て
る
葉
安
素
は
、
正
当
な
用
途
の
た
め
に
、
居
間
（
仲
介
者
）（
毛
莘
囲
・
薛
廷
士
・
顧
釐
周
・
蒋
廷
章
）
等

に
依
頼
し
て
、
父
の
遺
し
た
都
市
部
の
家
屋
一
所
、〔
す
な
わ
ち
〕
呉
県
十
一
都
二
十
三
図
南
濠
大
街
盧
家
巷
南
端
に
あ
り
、
東
向
き
の
門

か
ら
出
入
り
す
る
七
進
の
構
造
で
、
あ
わ
せ
て
上
下
二
階
建
て
の
住
宅
の
部
屋
数
三
四
間
、
両
脇
の
建
物
一
〇
棟
、
ま
た
平
屋
の
脇
棟
二

軒
、
後
門
は
王
家
巷
に
通
ず
る
住
宅
を
、
建
物
に
付
随
し
た
内
装
と
あ
わ
せ
て
、
合
議
し
て
祝
家
に
典
し
て
運
営
さ
せ
る
。
三
者
が
合
議

し
て
定
め
た
時
価
の
典
売
価
格
は
元
絲
足
兌
銀
一
七
〇
〇
両
ち
ょ
う
ど
で
、
そ
の
内
、〔
祝
家
が
典
買
後
に
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
う
た
め
の
〕

修
理
銀
の
分
と
し
て
三
〇
両
を
減
額
し
、
当
日
契
約
書
通
り
に
全
額
あ
わ
せ
て
受
け
取
っ
た
。
借
財
の
代
償
と
し
て
準
折
す
る
と
い
っ
た

事
情
は
一
切
な
い
。

　
そ
の
家
屋
は
確
か
に
自
身
の
財
産
で
あ
り
、
一
族
の
な
か
で
持
ち
分
を
持
っ
て
い
る
人
々
の
紛
争
や
二
重
売
買
と
い
っ
た
事
情
も
一
切

な
い
。
も
し
こ
れ
ら
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
出
典
者
が
対
処
し
、
承
典
者
に
は
関
わ
り
が
な
い
。
そ
の
家
屋
は
、
七
年
を
満
期
と
し
、
満
期

の
後
は
、
原
価
を
用
意
す
れ
ば
買
い
戻
し
に
応
じ
る
。
も
し
原
価
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
通
り
経
営
収
益
す
る
。
回
贖
は
可
能
で
あ

る
が
、
追
加
代
金
の
支
払
い
に
は
応
じ
な
い
。
敷
地
に
か
か
る
漕
糧
と
条
銀
は
、
家
屋
を
保
有
し
て
い
る
側
が
納
め
る
。
こ
れ
は
両
者
の

願
望
に
よ
る
も
の
で
、
強
制
で
は
な
く
、
両
者
と
も
異
論
は
な
い
。
後
に
証
拠
が
あ
る
こ
と
を
願
い
、
こ
の
合
同
典
房
屋
基
地
上
契
を
立

て
て
証
拠
と
す
る
。
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契
約
書
通
り
に
領
収
し
た
時
価
の
典
房
価
格
は
元
絲
足
兌
銀
一
七
〇
〇
両
ち
ょ
う
ど
（
押
）。（
そ
の
内
、
修
理
銀
三
〇
両
ち
ょ
う
ど
は
減
額

す
る
。
分
銅
は
陳
瑞
生
、
秤
は
曹
平
で
、
東
金
五
両
、
管
家
三
両
）。

　
　（
日
付
、
及
び
署
名
は
省
略
）

　
　
も
と
の
売
買
の
官
印
つ
き
契
約
書
一
枚
を
手
渡
す
が
、
回
贖
時
に
は
返
還
す
る
。
あ
わ
せ
て
証
明
す
る
。

　
　
書
き
出
し
た
四
至
は
、
東
は
官
街
、
南
は
何
氏
の
住
宅
、
西
は
横
丁
、
北
は
住
宅
。

【
解
説
】

　
本
文
書
は
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
の
蘇
州
周
氏
文
書
に
含
ま
れ
る
乾
隆
四
五
年
（
一
七
八
〇
）
の
契
約
書
で
あ
る
。
契
約
に

関
わ
る
用
語
や
全
体
の
構
成
な
ど
は
、
前
項
と
重
な
る
点
が
多
い
た
め
、
省
略
す
る
。
こ
こ
で
は
、
本
文
書
の
特
色
と
思
わ
れ
る
点
に
つ

き
、
若
干
の
解
説
を
行
う
。

　【
解
題
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、
合
同
形
式
の
契
約
書
で
は
上
契
と
下
契
が
作
ら
れ
る
が
、
蘇
州
周
氏
文
書
で
は
、
上
契
と
下
契
と
が
そ

ろ
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
本
来
こ
の
両
者
は
保
管
者
を
別
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た

ん
典
売
さ
れ
た
家
屋
が
後
に
追
加
代
金
を
取
っ
て
絶
売
に
変
更
さ
れ
た
際
、
売
り
手
の
持
っ
て
い
た
下
契
が
買
い
手
に
渡
さ
れ
、
そ
れ
が

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
こ
の
典
売
が
行
わ
れ
た
翌
年
の
乾
隆
四
六
年
（
一
七
八
一
）
に
作
ら
れ

た
契
約
書
で
、
こ
の
物
件
が
絶
売
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
は
「
下
契
壹
紙
」
が
買
い
手
の
祝
氏
に
渡
さ
れ

て
い
る
。

【
書
式
】

　
書
式
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
前
項
と
異
な
る
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
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こ
の
契
約
文
書
は
官
印
の
な
い
白
契
で
あ
る
（
書
影
11
参
照
）。
日
付
の
左
側
の
付
記
に
「
計
交
原
印
契
壹
紙
、
回
贖
時
歸
還
」
と
あ
り
、

売
り
手
の
持
っ
て
い
た
元
の
売
買
の
契
約
書
は
官
印
つ
き
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
白
契
で
あ
る
の
は
家
屋
だ
か
ら
で
は
な
く
、
典

売
の
時
点
で
は
ま
だ
契
税
を
支
払
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
本
文
書
の
左
端
の
半
分
に
切
れ
た
字
は
、「
立

典
房
屋
上
下
契
各
執
存
照
」
と
読
め
る
（
書
影
11
）。
こ
れ
は
、
契
約
を
立
て
る
際
に
、

上
契
と
下
契
と
を
重
ね
て
書
い
た
も
の
で
、
両
者
を
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
書
の
真
偽
を
判
断
す
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で

あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
文
書
で
は
、
居
間
と
し
て
連
記
さ
れ
る
人
名
が
二
七
名
で
非
常
に
多
く
、
ま
た
そ
の
大
部
分
が
花
押
で
サ
イ
ン
を
し
て
い

る
。「
代
筆
」
の
人
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
立
契
者
の
葉
安
素
が
自
分
で
契
約
書
を
書
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、

な
か
な
か
の
達
筆
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
も
、
蘇
州
南
濠
と
い
う
繁
華
街
で
大
型
の
家
屋
を
売
る
際
の
、
農
村
と
は
異
な
る
都
市
社
会

の
様
相
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
参
考
文
献
】

岸
本
美
緒
「
蘇
州
周
氏
文
書
」（
濱
下
武
志
他
編
『
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
　
中
国
土
地
文
書
目
録
・
解
説
』
上
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
付
属

東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
三
年
所
収
）

青
木
敦
『
宋
代
民
事
法
の
世
界
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

二
　
人

身

関

係

文

書

1
　
典
妻
文
書
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【
解
題
】

　
一
般
に
、
土
地
契
約
文
書
に
比
べ
て
、
人
身
に
関
す
る
契
約
書
は
残
存
す
る
も
の
が
少
な
い
が
、
そ
れ
は
、
所
有
者
が
は
っ
き
り
し
て

い
れ
ば
永
遠
に
利
益
が
得
ら
れ
る
土
地
と
異
な
り
、
人
の
場
合
は
、
そ
の
人
が
死
亡
す
れ
ば
契
約
書
の
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合

が
多
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
項
と
次
項
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
妻
の
典
売
の
文
書
と
自
ら
の
身
売
り
の
文
書
と
を
解
説
す
る
。

　
妻
を
売
っ
て
他
人
の
妻
に
す
る
と
い
う
行
為
は
、
五
倫
の
一
つ
で
あ
る
夫
婦
関
係
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
、
礼
教
的
な
観
点
か
ら
厳

し
く
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
法
律
上
も
、
明
清
律
で
は
、
妻
側
の
言
動
に
非
の
な
い
場
合
の
売
妻
・
典
妻
は
明
確
に
禁
止
さ

れ
て
い
た
。
関
連
の
規
定
は
三
条
あ
る
。

　
第
一
は
、
戸
律
・
婚
姻
の
「
典
雇
妻
女
」
条
で
あ
り
、
金
を
目
当
て
に
妻
妾
な
い
し
娘
に
不
正
な
婚
姻
を
さ
せ
る
夫
や
父
な
ど
、
主
婚

者
の
罪
を
問
う
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
刑
律
・
賊
盗
下
の
「
略
人
略
賣
人
」
条
で
あ
り
、
も
と
も
と
他
人
を
誘
拐
し
て
売
る
人
身
売
買
業
者
の
取
り
締
ま
り
に
関
わ

る
も
の
で
、
そ
の
な
か
で
「
妻
妾
を
売
る
」
夫
の
行
為
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
妻
や
妾
を
他
人
の
妻
妾
と
し
て
売

る
と
い
う
よ
り
も
、
婢
と
し
て
売
る
場
合
が
主
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
は
、
刑
律
・
犯
姦
の
「
縱
容
妻
妾
犯
姦
（
妻
妾
の
姦
通
を
容
認
す
る
）」
条
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
「
買
休
賣
休
（「
休
」
と
は
「
休
書
」

す
な
わ
ち
離
婚
状
の
意
で
あ
り
、
金
を
払
っ
て
離
婚
状
を
書
か
せ
る
こ
と
を
い
う
）」
と
言
わ
れ
る
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
も
し
財
を
以

て
売
休
買
休
し
、
合
意
の
上
で
他
人
の
妻
を
娶
っ
た
場
合
、
本
夫
本
婦
及
び
買
休
人
は
各
々
杖
一
百
（
杖
と
は
大
型
の
板
で
叩
く
刑
罰
）、
婦

人
は
〔
本
夫
・
後
夫
と
も
〕
離
婚
さ
せ
て
実
家
に
帰
し
、
財
礼
は
官
に
没
収
す
る
。
も
し
買
休
人
が
婦
人
と
と
も
に
計
画
し
て
本
夫
に
強

要
し
て
離
婚
さ
せ
、
夫
の
側
に
売
休
の
意
志
が
な
か
っ
た
場
合
、
夫
は
罪
に
問
わ
れ
ず
、
買
休
人
及
び
本
婦
は
各
々
杖
六
十
徒
一
年
（
徒

と
は
本
来
懲
役
の
意
味
で
あ
る
が
、
清
代
に
は
強
制
労
働
を
必
ず
し
も
含
ま
な
い
有
期
の
追
放
刑
と
な
っ
て
い
た
）
…
…
婦
人
は
本
夫
に
引
き
渡
し
て

売
却
さ
せ
る
」。
こ
こ
で
は
姦
通
の
文
脈
で
売
妻
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
禁
止
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妻
の
売
買
は
か
な
り
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
遅
く
と
も
元
代
の
長
江
以
南
で
は
地

方
的
慣
行
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
『
元
典
章
』
所
収
の
禁
止
規
定
か
ら
知
ら
れ
る
。
官
の
側
で
も
、
人
倫
に
反
す
る
行
為
と
し
て

禁
令
は
し
ば
し
ば
出
す
も
の
の
、
本
夫
・
後
夫
・
妻
三
方
合
意
の
上
で
行
わ
れ
る
売
妻
を
一
々
摘
発
し
て
処
罰
す
る
力
は
な
く
、
紛
争
が

起
こ
っ
て
州
県
に
訴
え
ら
れ
る
場
合
も
、
売
妻
を
追
認
す
る
裁
き
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
慣
行
の
背
景
と
し
て
、
溺

女
（「
八
　
碑
刻
資
料
」
参
照
）
な
ど
に
起
因
す
る
男
女
比
率
の
不
均
衡
が
、
貧
困
層
の
男
性
に
お
け
る
結
婚
難
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
生
活
に
困
っ
た
夫
か
ら
妻
を
安
い
価
格
で
買
う
こ
と
は
、
結
婚
難
（
ひ
い
て
は
子
孫
を
作
る
こ
と
の
困
難
）
を
解
消
す
る
一

つ
の
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
一
般
的
に
言
っ
て
、
妻
を
娶
る
こ
と
は
相
当
額
の
結
納
金
を
必
要
と
し
、
普
通
の
結
婚
自
体
が
女
性
売

買
の
性
質
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
る
。
売
妻
慣
行
は
、
こ
う
し
た
結
婚
の
あ
り
方
と
地
続
き
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
妻
を
売
る
際
、
一
定
期
間
後
に
妻
を
取
り
戻
す
場
合
は
、「
典
妻
」
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
不
動
産
契
約
に
な
ぞ
ら

え
て
い
る
。
た
だ
、
原
価
を
用
意
し
て
回
贖
す
る
不
動
産
の
典
売
と
異
な
り
、
典
妻
の
場
合
は
原
価
不
要
で
本
夫
の
家
に
戻
る
こ
と
が
一

般
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
典
妻
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
出
産
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
一
定
期
間
後
に
は
妻
の
「
価
値
」
は
大
き
く
減

る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
本
項
の
契
約
書
は
、
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
所
蔵
の
安
徽
省
（
明
代
に
は
南
直
隷
）
徽
州
府
の
契
約
文
書
を
整
理
し
て
写
真
版
で

収
録
し
た
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
』
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
続
く
【
史
料
IV
】【
史
料
V
】
も
同
様
で
あ
る
。
徽
州
府
は
安
徽
省
南
端

の
山
間
部
に
位
置
す
る
が
、
明
清
時
代
に
特
権
商
人
を
輩
出
し
豊
か
な
財
力
を
誇
る
と
と
も
に
、
比
較
的
孤
立
し
た
地
理
条
件
も
あ
っ
て
、

契
約
文
書
を
中
心
と
す
る
大
量
の
民
間
文
書
が
残
存
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
末
に
中
国
大
陸
の
歴
史
学
界
で
契
約
文
書
研
究
が
急
速
に
活

発
化
し
た
際
に
そ
れ
を
先
導
し
た
の
が
徽
州
文
書
の
収
集
整
理
で
あ
っ
た
。
現
在
、
徽
州
文
書
の
史
料
集
は
数
種
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

『
徽
州
千
年
契
約
文
書
』
は
、
そ
の
な
か
で
最
も
早
く
出
版
さ
れ
た
大
型
（
四
〇
冊
）
の
写
真
版
の
史
料
集
で
あ
る
。
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【
史
料
III
】　
書
影
12

「
万
暦
三
十
九
年
朱
周
典
妻
文
書
」（『
徽
州
千
年
契
約
文
書
　
宋
・
元
・
明
編
』
第
三
巻
）

① 
原 
文

＊
俗
字
・
略
字
を
用
い
て
い
る
場
合
は
正
字
に
直
し
て
あ
る
。
誤
字
に
つ
い
て
は
丸
括
弧
内
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
字
を
示
す
。
脱
字
に
つ
い
て
は
、

角
括
弧
で
補
う
。
読
め
な
か
っ
た
字
は
□
で
示
す
。
以
下
同
様
。

主
典
人
朱
周
、
徽
州
府
人
、
今
因
身
宭
（
窘
）
家
貧
、
乏
阱
無
借
、
出
外
趁
至
於
石
埭
縣
四
都
工
活
度
日
。
揭
借
〔
銀
〕 

兩
、
娶
討
王
氏
爲

妻
。
蹇
遭
庚
配
、
不
頁
（
順
）
造
化
、
衝
敗
不
睦
。
揭
負
馱
累
難
還
、
兼
身
內
沾
疾
病
。
得
恩
親
謝
太
九
恩
念
貧
苦
、
妻
兒
大
小
欠
炊
日

食
、
飢
寒
難
度
、
慮
爲
揭
借
、
妻
銀
拖
累
、

（
癡
）
滅
天
理
、
自
心
不
甘
。
以
此
自
情
愿
、
浼
托
親
人
、
憑
媒
傳
庚
誓
立
、
將
妻
出
典

與
石
埭
縣
謝
◇
名
下
爲
妻
。
生
子
頂
宗
坊
（
防
）
老
、
其
子
天
元
、
成
人
長
大
、
妻
隨
已
（
己
）
回
、
當
受
財
禮
銀
◇
正
、
賞
（
償
）
還
前

借
銀
兩
錢
債
。
其
財
禮
銀
卽
日
收
足
、
其
親
就
聽
過
門
、
伉
偕
蘭
契
、
無
異
言
﨤
悔
及
親
房
內
外
人
等
言
說
。
顚
沛
故
弊
（
斃
）、
具
身
同

親
一
人
一
力
管
當
、
不
涉
受
人
之
事
。
如
說
異
違
此
情
由
、
自
當
甘
心
認
罪
。
立
此
典
契
爲
照
。

萬
曆
三
十
九
年
七
月
廿
日 

立
典
契
夫 

朱
周

　

其
契
妻
財
禮
銀
六
兩
收
□
□
筆

 

憑 

親
人　
　
　

謝 

九
（
押
）

 

媒
人　

謝 

壽
（
押
）

 

見
人　

章 

晃
（
押
）

 

媒
人　
　

 

桂 

祿
（
押
）

 

依
口
代
書 

謝 

臘
（
押
）

② 

訓 

読
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主
典
人
の
朱
周
は
徽
州
府
の
人
な
り
、
今
、
身
は
窘き
は

ま
り
家
は
貧
し
く
、
阱
乏
し
く
借
る
無
き
に
因
り
て
、
出
外
し
て
趁お
も
むき
て
石
埭
縣
四

都
に
至
り
て
工
活
し
日
を
度わ

た

る
。
銀
兩
を
揭
借
し
、
王
氏
を
娶
討
し
妻
と
爲
す
。
庚
配
に
遭
ふ
に
蹇く
る

し
み
、
造
化
に
順
は
ず
、
衝
敗
し
て

睦
ま
じ
か
ら
ず
。
揭
負
は
駄
累
し
て
還
し
難
く
、
兼
ぬ
る
に
身
內
は
疾
病
に
沾そ

ま
る
。
恩
親
謝
太
九
の
貧
苦
を
恩
念
す
る
を
得
て
、
妻
兒

大
小
は
日
食
を
炊
ぐ
に
欠こ

と
かき
、
飢
寒
度
り
難
く
、
揭
借
を
爲
す
を
慮お
も

ふ
も
、
妻
銀
は
拖
累
し
、
天
理
を
癡
滅
し
、
自
ら
心
に
甘
ん
ぜ
ず
。
此

れ
を
以
て
自
ら
情
愿
し
て
親
人
に
浼
托
し
、
媒
に
憑
り
て
庚
を
傳
へ
誓
立
し
、
妻
を
ば
石
埭
縣
謝
名
下
に
出
典
し
與
へ
て
妻
と
爲
し
、
子

を
生
ま
ば
宗
を
頂つ

ぎ
て
老
を
防
が
し
む
。
其
の
子
の
天
元
は
成
人
し
て
長
大
な
れ
ば
妻
己
に
隨
ひ
て
回
ら
し
む
。
當
に
受
く
べ
き
の
財
禮

銀
は
…
正
、
前
借
せ
る
銀
兩
錢
債
を
償
還
し
、
其
の
財
禮
銀
は
卽
日
收
足
す
。
其
の
親
は
就
ち
過
門
し
て
伉
偕
蘭
契
す
る
を
聽
し
、
異
言

﨤
悔
及
び
親
房
內
外
人
等
の
言
說
す
る
こ
と
無
し
。
顚
沛
故
斃
あ
る
も
、
具と

も

に
身
づ
か
ら
親
と
同
に
一
人
一
力
に
て
管
當
し
、
受
人
の
事

に
涉
ら
ず
。
如
し
此
の
情
由
に
異
違
す
る
を
說
け
ば
、
自
ず
と
當
に
甘
心
し
て
認
罪
す
べ
し
。
此
の
典
契
を
立
て
て
照
と
爲
す
。（
年
月
、

署
名
な
ど
は
略
）

③ 

語 

釈

〈
石
埭
縣
四
都
〉
現
在
の
安
徽
省
石
台
県
。
明
清
時
代
は
池
州
府
属
。
池
州
府
は
徽
州
府
の
西
北
に
隣
接
す
る
府
で
あ
る
。
都
は
県
内
の
地

域
区
分
で
、
数
字
で
示
さ
れ
る
。　〈
恩
親
〉
文
字
通
り
に
は
、
恩
義
の
あ
る
親
族
で
あ
る
が
、
親
族
で
な
く
て
も
世
話
に
な
っ
て
い
る
人

を
さ
す
場
合
も
あ
る
。　〈
傳
庚
〉
こ
こ
で
い
う
「
庚
」
と
は
「
庚
帖
」
の
こ
と
で
、
結
婚
の
際
に
男
女
双
方
の
「
八
字
」
す
な
わ
ち
出
生

時
の
年
月
日
及
び
時
刻
を
干
支
で
記
し
、
相
性
を
占
う
文
書
を
い
う
。
結
婚
の
仲
立
ち
を
す
る
媒
人
が
相
手
に
届
け
る
の
で
、「
伝
庚
」
と

い
う
。　〈
頂
宗
防
老
〉
祖
先
の
祭
祀
を
継
が
せ
、
老
後
に
備
え
る
こ
と
。　〈
財
禮
〉
妻
を
娶
る
場
合
の
結
納
金
を
い
う
が
、
こ
の
場
合
は

妻
を
典
し
た
代
金
。　〈
伉
偕
蘭
契
〉
伉
偕
は
夫
婦
が
同
居
す
る
こ
と
を
指
し
、
蘭
契
は
金
蘭
契
の
こ
と
で
、
固
い
契
り
を
い
う
。　〈
顚
沛

故
斃
〉
流
離
し
た
り
死
亡
し
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
。
人
身
売
買
文
書
で
は
、「
売
ら
れ
た
人
が
買
い
手
の
家
に
入
っ
た
あ
と
、
死
亡
し
た

と
し
て
も
そ
れ
は
天
命
で
あ
り
問
題
に
は
し
な
い
」
と
い
う
意
味
の
文
言
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
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④ 

和 

訳

　
典
売
を
行
う
朱
周
は
徽
州
府
の
人
で
あ
り
、
今
、
身
は
窮
迫
し
家
は
貧
し
く
、
近
所
に
は
借
金
で
き
る
家
も
な
い
た
め
、
石
埭
県
四
都

に
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
日
雇
い
労
働
を
し
て
い
た
。
借
金
を
し
て
王
氏
を
妻
と
し
た
が
、
相
性
の
よ
い
配
偶
者
に
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
は
難
し

く
、
自
然
の
道
理
に
従
う
こ
と
が
で
き
ず
に
、
喧
嘩
ば
か
り
で
仲
が
よ
く
な
か
っ
た
。
借
金
が
積
も
っ
て
返
す
こ
と
が
で
き
ず
、
お
ま
け

に
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
世
話
に
な
っ
て
い
る
親
し
い
間
柄
の
謝
太
九
が
私
の
貧
苦
を
憐
れ
ん
で
く
れ
、
妻
と
子
供
た
ち
は
日
々

の
食
事
に
も
事
欠
き
、
飢
え
と
寒
さ
で
生
活
で
き
な
い
状
況
な
の
で
、
借
金
し
よ
う
か
と
思
っ
た
が
、
以
前
に
妻
を
娶
っ
た
時
の
借
金
も

積
も
っ
て
お
り
、
愚
か
に
も
天
理
を
破
壊
す
る
よ
う
な
こ
と
は
わ
が
心
に
甘
ん
じ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
、
自
ら
願
っ
て
親
人
に
頼
ん
で
、
媒
人
を
介
し
て
庚
帖
を
届
け
、
約
束
を
し
て
も
ら
い
、
妻
を
石
埭
県
の
謝
氏
の
名
義
の
も
と

に
出
典
し
て
妻
と
し
、
子
が
生
ま
れ
れ
ば
〔
謝
氏
の
〕
祖
先
の
祭
祀
を
し
て
老
後
の
面
倒
も
見
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。〔
私
の
〕
子
の
天
元

は
、
成
人
し
て
大
き
く
な
れ
ば
、
妻
と
と
も
に
我
が
家
に
帰
ら
せ
る
。
支
払
わ
れ
る
べ
き
財
礼
銀
は
…
…
ち
ょ
う
ど
で
あ
り
、
そ
れ
で
先

に
借
り
た
借
金
を
返
済
す
る
。
そ
の
財
礼
銀
は
即
日
受
け
取
っ
た
。
そ
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
妻
（
王
氏
）
が
〔
謝
氏
の
〕
家
に
入
り
夫

婦
の
固
い
契
り
を
交
わ
す
こ
と
を
許
し
、
異
論
や
蒸
し
返
し
、
及
び
親
族
内
外
の
人
の
申
し
立
て
は
な
い
。〔
妻
や
子
が
〕
流
亡
し
た
り
死

亡
し
た
り
し
た
場
合
は
、
私
及
び
親
人
が
す
べ
て
処
理
を
担
当
し
、
受
典
人
〔
の
謝
氏
〕
に
は
迷
惑
を
か
け
な
い
。

　
も
し
こ
れ
ら
の
内
容
に
違
う
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
自
ら
甘
ん
じ
て
罰
を
受
け
る
。
こ
の
典
契
を
立
て
て
証
拠
と
す
る
。（
年
月
、
署
名

な
ど
は
略
）

【
解
説
】

　
明
末
の
万
暦
三
九
年
（
一
六
一
一
）
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
、
こ
の
よ
う
な
古
い
典
妻
文
書
の
残
存
は
非
常
に
珍
し
い
。【
史
料
I
】【
史

料
II
】
で
紹
介
し
た
契
約
文
書
と
は
異
な
り
、
誤
字
や
略
字
が
多
く
、
読
み
に
く
い
部
分
は
あ
る
が
、
概
要
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
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で
あ
る
。
売
り
手
の
朱
周
は
生
活
に
困
窮
し
て
他
県
に
出
稼
ぎ
に
ゆ
き
、
そ
こ
で
借
金
し
て
妻
王
氏
を
娶
っ
た
が
、
仲
が
悪
く
、
ま
た
借

金
を
返
せ
な
い
た
め
、
知
人
の
謝
太
九
（
署
名
で
は
謝
九
）
の
紹
介
で
王
氏
を
出
稼
ぎ
先
の
県
の
住
民
で
あ
る
謝
氏
に
典
売
し
た
。
価
格
は

銀
六
両
で
、
そ
の
代
金
で
借
金
を
返
し
た
。

　「
典
」
の
期
間
は
書
い
て
な
い
が
、
王
氏
は
謝
家
に
入
る
際
に
、
息
子
の
天
元
を
連
れ
て
行
っ
た
よ
う
で
、
天
元
が
成
人
と
な
っ
た
際
に

は
王
氏
は
原
夫
朱
周
の
も
と
に
帰
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
王
氏
が
謝
家
で
男
子
を
産
め
ば
、
そ
の
子
が
謝
家
の
宗
を
継
ぎ
老
後
の

備
え
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
謝
家
に
は
男
子
が
い
な
か
っ
た
こ
と
、
妻
を
典
買
し
た
理
由
は
男
子
を
得
る
た
め
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。「
顛
沛
故
斃
」
の
場
合
に
買
い
手
の
家
に
迷
惑
を
か
け
な
い
と
い
っ
た
文
言
は
、
人
身
売
買
文
書
で
は
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
、
死
亡
を
口
実
に
売
り
手
の
家
族
が
殺
人
虐
待
な
ど
の
訴
訟
を
提
起
し
て
ゆ
す
り
た
か
り
を
行
う
事
例
が
少
な
く

な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
次
項
【
史
料
IV
】
の
「
風
水
不
虞
」
も
同
様
で
あ
る
）。

　
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
売
妻
・
典
妻
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
契
約
書
を
立
て
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
、
ゆ
す
り

た
か
り
防
止
と
い
う
点
に
関
係
し
て
い
る
。
売
妻
行
為
が
紛
争
と
な
り
裁
判
で
訴
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
単
に
売
妻
と
い
う
行
為
の
故

で
は
な
く

―
関
係
者
が
み
な
満
足
し
て
い
れ
ば
訴
え
る
人
は
い
な
い

―
、
売
り
手
が
誘
拐
な
ど
の
理
由
で
買
い
手
を
告
発
す
る
事
例

が
多
い
。
妻
を
売
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
誘
拐
と
し
て
訴
え
、
妻
を
た
だ
で
取
り
戻
し
た
り
買
い
手
か
ら
金
品
を
ゆ
す
り
と
っ
た
り
す
る

常
習
的
な
詐
欺
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
ゆ
す
り
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
妻
の
売
却
が
売
り
手
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と

い
う
証
拠
を
作
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
文
書
は
、
今
日
の
眼
か
ら
見
れ
ば
異
様
に
も
見
え
る
典
妻
と
い
っ
た
行
為
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
史
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

【
書
式
】
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内
容
の
構
成
は
、
立
契
者
の
名
前
／
売
却
の
理
由
／
買
い
手
に
売
り
渡
す
旨
の
言
明
／
価
格
／
権
利
関
係
な
ど
の
保
証
／
紛
争
に
備
え

て
の
担
保
文
言
、
と
い
う
順
序
で
あ
り
、
不
動
産
売
買
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
不
動
産
の
場
合
は
物
件
の
説
明
が
詳
細
で

あ
る
が
、
妻
を
売
る
場
合
は
売
却
の
理
由
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
上
記
の
よ
う
に
、
売
り
手
が
自
由
意
志
で
売
っ
た
こ
と
を

強
調
し
、
将
来
の
ゆ
す
り
た
か
り
を
防
ご
う
と
す
る
売
妻
文
書
の
趣
旨
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
夫
婦
仲
が
悪
か
っ
た
と
い
っ
た
こ

と
を
わ
ざ
わ
ざ
書
く
の
も
、
買
い
手
が
仲
の
良
い
夫
婦
を
無
理
に
引
き
離
し
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
意
図
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

【
参
考
文
献
】

王
鈺
欣
・
周
紹
泉
主
編
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
』（
石
家
荘
、
花
山
文
藝
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）

周
紹
泉
（
岸
本
美
緒
訳
注
解
）「
徽
州
文
書
の
分
類
」（『
史
潮
』
新
三
二
号
、
一
九
九
三
年
）

岸
本
美
緒
「
妻
を
売
っ
て
は
い
け
な
い
か
?

―
明
清
時
代
の
売
妻
・
典
妻
慣
行

―
」（『
中
国
史
学
』
八
巻
、
一
九
九
八
年
）

郭
松
義
・
定
宜
荘
『
清
代
民
間
婚
書
研
究
』（
北
京
、
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

M
atthew

 H
. Som

m
er, P

olyandry and W
ife-Selling in Q

ing D
ynasty C

hina: Survival Strategies and Judicial 

Interventions

（O
akland, U

niversity of C
alifornia Press, 2015

）

2
　
投
主
文
書

【
解
題
】

　「
投
主
文
書
」
と
は
、『
徽
州
千
年
契
約
文
書
』
の
編
者
が
つ
け
た
文
書
名
で
あ
っ
て
、
文
書
自
体
に
こ
う
し
た
語
が
見
え
る
わ
け
で
は

な
い
が
、「
投
」
と
は
身
売
り
（「
投
靠
」
な
ど
と
い
う
）
の
際
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
意
志
で
他
家
に
従
属
し
、
奴
婢
（
隷
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属
的
使
用
人
）
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
い
っ
た
ん
奴
婢
と
な
れ
ば
、
主
人
の
恩
情
で
「
放
良
」（
解
放
し
て
良
民
と
す
る
こ
と
）
さ
れ
な
い
限
り
、

そ
の
子
孫
は
主
人
の
も
の
と
し
て
代
々
奴
婢
と
な
り
、
主
人
に
よ
っ
て
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
。
奴
婢
は
法
制
上
、
主
人
と
の
関
係
で
厳

し
い
尊
卑
差
別
（
た
と
え
ば
、
家
長
が
懲
戒
の
た
め
奴
婢
に
暴
力
を
加
え
た
場
合
は
死
に
至
ら
な
け
れ
ば
問
題
に
さ
れ
な
い
が
、
奴
婢
は
主
人
を
罵
っ
た

の
み
で
絞
首
刑
と
さ
れ
る
な
ど
）
を
受
け
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
「
良
民
」
と
対
比
し
て
「
賤
民
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
良
民
と
の

結
婚
の
禁
止
、
犯
罪
事
件
に
お
け
る
量
刑
の
差
別
、
科
挙
応
試
の
禁
止
な
ど
の
差
別
的
規
定
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
生
活
に
困
窮
し
た
貧
民
が
妻
子
を
奴
婢
と
し
て
売
っ
た
り
、
ま
た
自
ら
望
ん
で
富
家
の
奴
婢
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

金
銭
を
得
、
ま
た
衣
食
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
奴
婢
の
な
か
に
は
主
家
の
経
営

に
参
与
し
て
豊
か
な
生
活
を
送
る
者
も
あ
り
（「
紀
綱
の
僕
」）、
ま
た
勢
力
の
あ
る
家
に
付
属
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一

般
良
民
に
対
し
て
優
位
に
立
て
る
側
面
も
あ
っ
た
。

　
妻
子
を
奴
婢
と
し
て
売
り
、
あ
る
い
は
自
ら
身
売
り
す
る
こ
と
は
、
良
民
の
賤
民
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
側
か
ら
み
て

私
的
隷
属
者
の
増
加
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
明
清
時
代
の
政
府
は
一
方
で
は
刑
律
の
「
略
人
略
賣
人
」
条
（
前
項
【
解
題
】
参

照
）
の
な
か
で
妻
や
子
孫
を
売
っ
て
奴
婢
に
す
る
こ
と
に
対
し
処
罰
を
定
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
法
律
上
の
「
奴
婢
」
の
意
味
を
限

定
す
る
こ
と
で
、
良
民
の
賤
民
化
を
防
ご
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
明
代
の
場
合
は
、「
奴
婢
」
の
定
義
を
、
犯
罪
者
の
家
族
で
官
に
没
収
さ

れ
た
者
や
戦
争
捕
虜
な
ど
と
し
て
狭
く
設
定
し
た
う
え
で
、
民
間
の
売
買
に
よ
る
隷
属
的
使
用
人
は
「
奴
婢
」
で
な
く
「
義
男
」（
擬
制
的

な
子
孫
）
や
「
雇
傭
人
」（
年
季
奉
公
人
）
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
上
の
奴
婢
の
増
加
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

明
末
の
商
品
経
済
の
発
展
に
伴
う
階
層
的
流
動
化
は
、
激
し
い
生
存
競
争
の
な
か
で
勢
力
の
あ
る
家
に
「
投
」
じ
て
衣
食
の
確
保
を
は
か

る
人
々
を
大
量
に
生
み
出
し
た
。
清
代
中
期
に
は
、
民
間
の
売
買
に
よ
る
隷
属
的
使
用
人
も
、
法
律
上
の
「
奴
婢
」
と
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
不
動
産
の
売
買
と
同
様
（
第
一
項
【
解
題
】
参
照
）、
人
身
売
買
に
お
い
て
も
、
政
府
は
民
間
の
売
買
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
追
認

す
る
態
度
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
売
買
の
「
自
由
」
さ
は
、
人
身
売
買
の
自
由
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
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【
史
料
IV
】　
書
影
13

「
順
治
六
年
績
渓
胡
文
高
投
主
文
書
」（『
徽
州
千
年
契
約
文
書
　
清
・
民
国
編
』
第
一
巻
）

① 

原 
文

績
溪
縣
十
三
都
壹
啚
立
文
書
人
胡
文
高
、
原
因
年
歲
荒
欠
、
衣
食
無
資
、
自
愿
浼
親
人
郞
夏
空
身
幫
到
／
汪
◇
名
下
傭
工
生
理
、
每
月
辛

力
工
錢
一
倂
支
足
、
無
分
厘
欠
缺
。
今
因
／
汪
宅
有
僕
婦
、
年
二
十
二
歲
名
新
喜
、
身
又
浼
親
人
郞
夏
說
合
招
到
／
汪
◇
名
下
爲
僕
、
婚

配
新
喜
爲
妻
。
當
日
並
未
費
厘
毫
聘
禮
及
使
用
等
項
。
此
係
自
己
情
愿
、
無
貨
折
逼
抑
等
情
。
自
招
以
後
、
妻
係
本
主
所
討
之
人
、
身
係

本
主
所
衣
食
之
身
、
聽
從
使
喚
、
毋
得
抵
觸
及
將
◇
家
主
衣
物
花
洒
并
懶
惰
等
情
。
如
然
、
聽
◇
家
主
理
論
無
辭
。
倘
若
拐
帶
迯
歸
、
盡

是
中
人
承
管
。
如
風
水
不
虞
、
此
係
天
命
、
與
本
主
無
干
。
今
恐
無
憑
、
立
此
存
炤

順
治
陸
年
三
月
◇
日 

立
文
書
僕
胡
文
高
（
押
）　　

 

中
人 

郞
夏
（
押
）　　

 

代
書 

金
仲
吉
（
押
）　　

② 

訓 

読

績
溪
縣
十
三
都
壹
啚
の
文
書
を
立
て
る
人
胡
文
高
は
、
年
歲
荒
欠
に
原
因
し
、
衣
食
に
資
無
く
、
自
ら
愿ね

が

ひ
て
親
人
郞
夏
に
浼た
の

み
て
空
身

に
て
汪
名
下
に
幫
到
し
て
傭
工
生
理
し
、
每
月
の
辛
力
工
錢
は
一
倂
に
支
足
し
、
分
厘
の
欠
缺
も
無
し
。
今
汪
宅
に
僕
婦
の
年
二
十
二
歲

に
て
名
は
新
喜
な
る
も
の
有
る
に
因
り
、
身
又
た
親
人
郞
夏
に
浼
み
て
説
合
し
、
汪
名
下
に
招
到
し
て
僕
と
爲
し
、
新
喜
に
婚
配
し
て
妻

と
爲
さ
し
む
。
當
日
並
び
に
未
だ
厘
毫
の
聘
禮
及
び
使
用
等
項
を
費
や
さ
ず
。
此
れ
は
自
己
の
情
愿
せ
る
に
係
り
、
貨
折
逼
抑
等
の
情
無

し
。
招
き
て
自
り
以
後
、
妻
は
本
主
の
討
す
る
所
の
人
に
て
、
身
は
本
主
の
衣
食
す
る
所
の
身
な
れ
ば
、
使
喚
に
聽
從
し
、
抵
觸
及
び
家

主
の
衣
物
を
將
て
花
洒
し
并
び
に
懶
惰
等
の
情
あ
る
を
得
る
こ
と
毋
し
。
如
し
然
ら
ば
、
家
主
の
理
論
す
る
に
聽ま

か

せ
て
辭
無
し
。
倘
し
拐
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帶
迯
歸
す
る
が
若
き
は
、
盡
く
是
れ
中
人
承
管
す
。
風
水
不
虞
の
如
き
は
、
此
れ
天
命
に
係
り
、
本
主
と
干か
か

は
り
無
し
。
今
、
憑
無
き
を

恐
れ
、
此
れ
を
立
て
て
炤
を
存
す
。（
日
付
、
署
名
は
省
略
）

③ 
語 
釈

〈
十
三
都
壹
啚
〉
都
は
、
前
項
【
史
料
III
】
の
語
釈
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
県
内
の
地
域
区
分
。
都
に
属
す
る
図
（
啚
）
は
里
と
同
じ
で
、

明
初
の
里
甲
制
の
流
れ
を
く
む
郷
村
区
画
で
あ
る
。　〈
聘
禮
及
使
用
等
項
〉
聘
礼
は
財
礼
と
同
じ
。
使
用
は
婚
礼
に
関
連
し
て
関
係
者
に

支
払
う
礼
金
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。　〈
貨
折
逼
抑
〉「
折
」
は
換
算
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
た
と
え
ば
現
物
税
を
銀
に
換
算
し
て
払

う
こ
と
な
ど
も
「
折
納
」
な
ど
と
い
う
が
、
こ
こ
で
「
貨
折
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
財
貨
の
代
わ
り
と
し
て
身
売
り
す
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。「
逼
抑
」
は
無
理
に
強
制
す
る
こ
と
を
指
す
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
明
清
律
の
戸
律
・
銭
債
「
違
禁
取
利
」
条
に
は
、
勢
力
の
あ

る
者
が
官
に
報
告
せ
ず
債
務
弁
済
の
代
わ
り
と
し
て
家
畜
・
不
動
産
や
妻
子
を
取
り
上
げ
る
こ
と
（
こ
れ
を
「
準
折
」
と
い
う
）
を
禁
ず
る

規
定
が
あ
り
、
契
約
文
書
に
は
し
ば
し
ば
「
貨
債
準
折
で
は
な
く
売
り
手
が
自
ら
願
っ
た
取
引
で
あ
る
」
こ
と
を
示
す
文
言
が
見
ら
れ
る

が
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
と
言
え
る
。　〈
風
水
不
虞
〉
自
然
現
象
（
病
気
な
ど
を
含
む
）
に
よ
る
不
測
の
事
態
の
こ
と
で
、
死
亡
な
ど
を
指
す
。

「
風
水
の
虞お

も

は
ざ
る
は
天
命
で
あ
る
」
と
は
、
売
っ
た
妻
や
そ
の
連
れ
子
が
亡
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
殺
人
・
虐
待
死
な
ど
と
言
っ
て
難
癖

を
つ
け
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
文
言
で
、
同
様
の
文
言
は
人
身
売
買
文
書
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

④ 

和 

訳

　
績
渓
県
十
三
都
一
図
の
人
で
あ
る
立
契
者
の
胡
文
高
は
、
凶
作
に
よ
り
衣
食
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ら
願
っ
て
親
し
い
間
柄

で
あ
る
郎
夏
に
頼
ん
で
身
一
つ
で
汪
宅
に
手
伝
い
に
ゆ
き
、
雇
わ
れ
労
働
者
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。
毎
月
の
賃
金
は
す
べ
て
き
ち

ん
と
支
払
わ
れ
て
お
り
、
一
分
一
厘
の
不
足
も
な
い
。

　
汪
宅
に
、
二
二
歳
で
名
を
新
喜
と
い
う
婢
が
い
る
の
で
、
私
は
ま
た
親
し
い
間
柄
で
あ
る
郎
夏
に
頼
ん
で
話
を
つ
け
て
も
ら
い
、〔
私

を
〕
汪
氏
の
も
と
に
招
い
て
奴
僕
と
し
、
新
喜
と
結
婚
し
て
妻
に
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
し
た
。
結
婚
の
当
日
は
、
聘
礼
及
び
使
用
な
ど
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の
費
用
は
一
銭
も
費
や
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
自
ら
願
っ
た
こ
と
で
、
財
貨
の
代
わ
り
に
強
制
的
に
身
売
り
さ
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
事
情

は
な
い
。
私
が
奴
僕
と
な
っ
た
後
も
、
妻
は
主
人
が
買
っ
た
人
で
あ
り
、
私
は
主
人
に
衣
食
を
頼
っ
て
い
る
身
な
の
で
、
主
人
に
よ
る
使

役
に
従
い
、
そ
れ
に
抵
抗
し
た
り
、
家
主
の
衣
物
を
浪
費
し
た
り
、
怠
け
た
り
、
と
い
っ
た
こ
と
を
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
主
人
の
裁
断
に
ま
か
せ
て
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
も
し
妻
を
連
れ
て
郷
里
に
逃
げ
帰
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

れ
ば
、
す
べ
て
中
人
が
処
理
に
当
た
る
。
自
然
現
象
で
不
測
の
事
態
が
起
こ
っ
た
と
き
は
、
天
命
で
あ
る
の
で
、
主
人
と
は
関
わ
り
が
な

い
。

　
今
、
証
拠
が
な
い
こ
と
を
恐
れ
、
こ
の
文
書
を
立
て
て
証
拠
と
す
る
。（
日
付
、
署
名
は
省
略
）

【
解
説
】

　
凶
作
で
生
活
で
き
ず
、
汪
氏
の
家
で
雇
わ
れ
労
働
者
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
胡
文
高
が
み
ず
か
ら
「
僕
」
と
な
り
、
主
人
の
「
使

喚
」
に
従
う
こ
と
を
約
し
た
契
約
書
で
あ
る
。
こ
の
契
約
に
よ
り
、
胡
文
高
は
、
生
活
は
不
安
定
な
が
ら
良
民
で
あ
っ
た
身
分
か
ら
、
社

会
的
に
賤
視
さ
れ
る
奴
僕
の
身
分
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
対
価
と
さ
れ
る
の
が
、
汪
家
の
婢
と
の
結
婚
で
あ
る
。
良
賤
間
の
結
婚
は

法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
婢
を
妻
と
す
る
こ
と
は
必
然
的
に
自
ら
が
奴
僕
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
貧

困
層
の
男
性
の
結
婚
難
は
深
刻
で
あ
り
、
財
礼
の
支
払
い
な
し
に
妻
を
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
賤
民
に
身
を
落
と
す
対
価
と
し
て
十
分
な
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
契
約
書
内
で
「
聘
礼
及
び
使
用
な
ど
の
費
用
は
一
銭
も
費
や
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば

身
売
り
の
価
格
が
婚
姻
の
費
用
に
相
当
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　
主
人
の
側
か
ら
み
る
と
、
独
身
の
女
婢
が
結
婚
す
れ
ば
、
子
供
が
で
き
た
場
合
に
奴
婢
と
し
て
使
役
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
本

書
「
八
　
碑
刻
資
料
」【
史
料
II
】
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
人
が
女
婢
を
い
つ
ま
で
も
結
婚
さ
せ
な
い
こ
と
は
「
錮
婢
」

と
称
さ
れ
、
自
然
の
理
に
反
す
る
こ
と
と
し
て
、
清
代
に
は
律
の
条
例
で
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
戸
律
・
婚
姻
「
嫁
娶
違
律
主
婚
媒
人
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罪
」
条
の
附
例
）。
従
っ
て
、
女
婢
の
結
婚
と
い
う
形
で
奴
僕
が
家
に
入
る
こ
と
は
、
お
お
む
ね
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
徽
州
に
お
け
る
奴
僕
の
存
在
形
態
と
し
て
は
、
中
国
一
般
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
主
人
の
家
に
住
ん
で
随
時
使
役
さ
れ
る
形
態
の
ほ
か
に
、

「
世
僕
」「
伴
儅
」
と
呼
ば
れ
る
、
自
立
し
て
生
計
を
営
み
な
が
ら
冠
婚
葬
祭
の
場
合
な
ど
に
主
人
の
家
に
呼
ば
れ
て
使
役
さ
れ
る
形
態
が

あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
形
態
の
奴
僕
は
、
雍
正
帝
に
よ
る
賤
民
戸
籍
の
廃
止
の
際
に
良
民
化
へ
の
道
が
開
か
れ
た
が
、

実
質
的
に
は
そ
の
後
も
存
続
し
た
。
こ
の
文
書
に
お
け
る
「
僕
」
が
い
ず
れ
の
形
態
で
あ
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

「
私
は
主
人
に
衣
食
を
頼
っ
て
い
る
身
な
の
で
、
主
人
に
よ
る
使
役
に
従
い
」
と
か
、「
家
主
の
衣
物
を
浪
費
し
た
り
、
怠
け
た
り
、
と
い
っ

た
こ
と
を
す
べ
き
で
は
な
い
」、「
妻
を
連
れ
て
郷
里
に
逃
げ
帰
る
よ
う
な
場
合
は
」
な
ど
の
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
主
人
の
家
で
使
役
さ
れ

る
形
態
の
奴
僕
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

【
書
式
】

　
文
書
の
構
成
は
、
内
容
か
ら
し
て
不
動
産
売
買
と
は
か
な
り
異
な
る
が
、
立
契
者
の
名
前
／
取
り
決
め
の
経
緯
／
取
り
決
め
の
内
容
／

代
価
関
連
の
記
載
（
聘
礼
を
支
払
っ
て
い
な
い
こ
と
）／
主
人
に
よ
る
使
役
に
服
従
す
る
こ
と
の
保
証
／
逃
亡
や
死
亡
な
ど
問
題
発
生
に
備
え

て
の
担
保
文
言
、
と
い
っ
た
流
れ
は
、
一
般
の
契
約
文
書
と
類
似
し
て
い
る
。
中
人
や
代
書
の
署
名
も
、
一
般
の
契
約
文
書
と
同
じ
で
あ

る
（
書
影
13
）。

　
こ
の
契
約
書
で
も
、「
こ
れ
は
自
ら
願
っ
た
こ
と
で
、
財
貨
の
代
わ
り
に
強
制
的
に
身
売
り
さ
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
事
情
は
な
い
」
と

い
っ
た
形
で
、
立
契
者
の
自
由
意
志
が
強
調
さ
れ
る
。
自
由
意
志
に
よ
っ
て
自
ら
の
自
由
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問

題
は
、
今
日
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
自
己
奴
隷
化
契
約
は
可
能
か
」
と
い
う
問
題
と
重
な
り
合
う
が
、
当
時
の
中
国
の
人
々

に
と
っ
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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【
参
考
文
献
】

高
橋
芳
郎
『
宋
‒
清
身
分
法
の
研
究
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
）

五
味
知
子
「
明
清
時
代
の
錮
婢
に
関
す
る
社
会
通
念
」（『
東
洋
文
化
研
究
〈
学
習
院
大
学
〉』
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
）

三
　
分

家

書

【
解
題
】

　
本
稿
で
は
、
財
産
分
割
に
際
し
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
分
を
定
め
た
契
約
書
を
「
分
家
書
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
が
、
中
国
伝
統
社
会
で
は

「
分
家
書
」
と
い
う
言
い
方
は
皆
無
で
は
な
い
も
の
の
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
な
く
、「
分
産
簿
」「
分
単
」「
分
関
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称

が
あ
る
ほ
か
、
特
に
多
い
の
が
本
史
料
に
あ
る
「
鬮き

ゅ
う書

（
鬮
と
は
籤
の
意
）」
の
よ
う
に
「
籤
」
に
関
わ
る
呼
称
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統

中
国
で
は
男
子
均
分
相
続
が
一
般
的
な
原
則
で
あ
り
、
そ
の
均
分
の
平
等
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
分
割
に
先
立
っ
て
財
産
を
均
等
に
分

け
た
籤
を
作
り
、
そ
の
籤
を
そ
れ
ぞ
れ
の
相
続
人
が
引
く
と
い
う
方
法
が
多
く
取
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
あ
り
方
は
、
長
子
が
「
イ

エ
」
の
家
産
の
み
な
ら
ず
家
業
を
も
継
い
で
本
家
と
な
り
、
次
男
以
下
は
財
産
を
分
与
さ
れ
る
に
し
て
も
分
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
を
原
則
と
す
る
近
世
日
本
の
相
続
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
中
国
に
お
け
る
「
分
家
」
と
は
、「
本
家
」
に
対
す
る

「
分
家
」
で
は
な
く
、
子
孫
の
世
代
が
均
等
に
財
産
を
わ
け
、
独
立
の
生
計
を
営
む
こ
と
を
合
意
す
る
契
約
的
行
為
を
言
う
の
で
あ
る
。

　
父
の
存
命
中
に
分
家
を
行
う
こ
と
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
理
念
上
は
多
世
代
に
わ
た
り
同
居
を
行
う
大
家
族
的
居
住
形
態

が
称
揚
さ
れ
て
い
た
が
、
多
世
代
同
居
の
際
に
扶
養
家
族
の
数
や
収
入
の
多
寡
に
よ
っ
て
小
家
族
間
の
軋
轢
を
招
き
や
す
い
こ
と
か
ら
、
父

の
死
後
に
分
家
を
行
う
こ
と
は
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
分
割
時
点
で
の
子
孫
の
数
や
存
命
者
の
状
況
に
関
わ
り
な
く
、
分

割
を
行
う
世
代
の
男
子
が
均
等
に
分
割
を
行
う
と
い
う
形
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
父
親
に
男
子
が
三
人
お
り
、
長
男
A
は
既
に
死
亡
し
て
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そ
の
男
子
が
二
人
（
A 

1
、
A 

2
）
あ
り
、
次
男
B
は
存
命
で
男
子
が
五
人
（
B 

1
～
B 

5
）、
三
男
C
は
存
命
で
あ
る
が
男
子
が
な
く
養
子

を
と
っ
て
い
る
と
い
っ
た
場
合
、
父
親
の
財
産
は
A
、
B
、
C
の
三
系
統
に
均
等
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
た
め
、
孫
の
代
が

受
け
継
ぐ
財
産
は
不
均
等
に
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
均
分
相
続
の
あ
り
方
の
背
景
に
は
、
父
親
の
「
気
」
が
子
供
た
ち
に

均
等
に
受
け
継
が
れ
る
と
い
う
感
覚
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
、
分
家
の
方
法
は
全
国
的
に
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
祭
祀
費
用
と
し
て
長
子
の
取
り
分
を
多
く
す
る
慣
行
や
、
祖

先
祭
祀
な
ど
の
目
的
で
共
有
部
分
を
大
き
く
残
し
て
お
く
慣
行
な
ど
、
地
域
や
そ
の
家
族
の
経
済
状
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
が
あ

る
。
ま
た
女
子
に
ど
の
程
度
の
嫁
入
り
費
用
を
残
し
て
お
く
か
、
ま
た
養
子
に
行
っ
た
子
供
に
実
家
の
財
産
を
分
与
す
る
か
ど
う
か
と
い
っ

た
点
も
、
地
域
や
そ
の
家
族
の
生
活
水
準
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
戦
中
及
び
戦
後
初
期
の
日
本
の
研
究
で
は
、
華
北
農
村
を
対
象

と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
か
、
家
産
分
割
に
よ
る
零
細
化
を
強
調
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
は
徽
州
文
書
な
ど
を
用
い
て
富

裕
な
商
人
地
主
家
庭
の
財
産
分
割
を
分
析
す
る
研
究
も
増
え
、
家
産
分
割
の
多
様
な
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
明
清
時
代
の
徽
州
に
お

け
る
家
産
分
割
に
関
し
て
は
、（［
臼
井
二
〇
〇
五
］）
が
、
徽
州
の
分
家
書
の
網
羅
的
検
討
を
通
じ
て
、
そ
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
。

【
史
料
V
】　
書
影
14

「
康
熙
十
一
年
休
寧
呉
国
樹
等
立
『
天
字
鬮
書
』」（『
徽
州
千
年
契
約
文
書
　
清
・
民
国
編
』
第
四
巻
）

① 

原 

文
　

嘗
觀
流
之
長
也
而
百
派
斯
分
、
木
之
大
者
而
群
枝
競
秀
。
匪
獨
理
之
必
然
、
亦
勢
之
所
必
致
也
。
吾
◇
祖
曰
聯
橋
公
諱
鈞
、
…
…
而
此
六

房
則
子
孫
繩
々
、
若
螽
斯
之
繁
衍
、
皆
吾
／
祖
若
父
之
積
蔭
使
然
。
蓋
吾
◇
祖
質
直
好
義
、
鄕
閭
以
盛
德
稱
、
迨
伯
父
叔
輩
、
努
力
幹
蠱
、

克
紹
前
烈
、
鄕
閭
以
賢
能
稱
、
遂
致
家
衜
漸
昌
、
得
以
遺
傳
至
今
、
而
無
失
墜
之
虞
。
但
子
孫
多
則
心
志
難
于
合
一
、
房
分
多
則
租
穀
不

便
于
瓜
分
、
且
各
客
于
雲
閒
、
內
顧
實
難
。
是
以
偕
我
兄
弟
洎
諸
叔
侄
、
參
其
水
旱
、
酌
其
肥
瘠
、
眼
同
品
搭
、
配
作
三
鬮
、
拈
鬮
爲
定
、
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隨
鬮
管
業
。
…
…
如
是
則
產
雖
分
而
義
常
存
、
枝
雖
盛
而
本
愈
固
、
奕
世
永
昌
、
其
在
兹
乎
。
今
恐
無
憑
、
議
立
天
地
人
鬮
當
參
本
、
各

執
壹
本
存
炤
。

② 
訓 
読

嘗
て
觀
る
に
、
流
れ
の
長
ず
る
や
百
派
斯
れ
分
か
れ
、
木
の
大
な
る
者
は
群
枝
競
ひ
て
秀ひ

い

づ
。
獨
り
理
の
必
ず
然
る
の
み
に
匪あ
ら

ず
、
亦
た

勢
ひ
の
必
ず
致
す
所
な
り
。
吾
が
祖
は
聯
橋
公
と
曰
ひ
、
諱
は
鈞
、
…
…
而
し
て
此
の
六
房
は
則
ち
子
孫
繩
々
、
螽
斯
の
繁
衍
す
る
が
若

き
は
、
皆
吾
祖
若
し
く
は
父
の
蔭
を
積
む
こ
と
の
然
ら
し
む
る
な
り
。
蓋
し
吾
祖
の
質
直
に
し
て
義
を
好
み
、
鄕
閭
は
盛
德
を
以
て
稱
し
、

伯
父
叔
輩
に
迨お

よ

び
て
努
力
し
て
幹
蠱
し
、
克よ

く
前
烈
を
紹つ

ぎ
、
鄕
閭
は
賢
能
を
以
て
稱
し
、
遂
に
家
衜
の
漸
く
昌
ん
な
る
を
致
し
、
得
て

以
て
遺
傳
し
て
今
に
至
り
て
、
失
墜
の
虞
れ
無
き
な
り
。
但
だ
子
孫
多
け
れ
ば
則
ち
心
志
は
合
一
し
難
く
、
房
分
多
け
れ
ば
則
ち
租
穀
は

瓜
分
に
便
な
ら
ず
、
且
つ
各
々
雲
閒
に
客
た
り
て
內
に
顧
み
る
こ
と
實
に
難
し
。
是
を
以
て
我
が
兄
弟
洎お

よ

び
諸
叔
侄
と
偕
に
、
其
の
水
旱

を
參
し
、
其
の
肥
瘠
を
酌
み
、
眼
同
し
て
品
搭
し
、
配
し
て
三
鬮
を
作
り
、
鬮
を
拈ひ

き
て
定
を
爲
し
、
鬮
に
隨
ひ
て
管
業
す
。
…
…
是
の

如
く
す
れ
ば
則
ち
、
產
は
分
か
る
る
と
雖
も
義
は
常
に
存
し
、
枝
は
盛
ん
な
り
と
雖
も
本
は
愈
々
固
く
、
世
を
奕か

さ

ね
て
永
く
昌
ん
な
る
は
、

其
れ
茲
に
在
ら
ん
か
。
今
、
憑
無
き
を
恐
れ
、
議
し
て
天
地
人
鬮
を
立
て
參
本
に
當
て
、
各
々
壹
本
を
執
り
て
存
炤
せ
ん
。

③ 

語 

釈

〈
房
〉
祖
先
を
同
じ
く
す
る
一
族
の
な
か
の
分
か
れ
た
系
統
を
い
う
。　〈
租
穀
〉
小
作
料
と
し
て
徴
収
す
る
穀
物
。
穀
と
は
も
み
殻
つ
き
の

も
の
を
い
う
。　〈
雲
閒
〉
松
江
府
（
現
上
海
市
）
の
雅
称
。

④ 

和 

訳

　
か
つ
て
見
る
に
、
河
流
が
長
く
な
れ
ば
百
の
支
流
に
分
か
れ
、
木
が
大
き
く
な
れ
ば
多
く
の
枝
が
競
っ
て
茂
る
。
こ
れ
は
理
と
し
て
当

然
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
勢
い
と
し
て
も
必
然
な
の
だ
。
わ
が
祖
の
聯
橋
公
は
諱
は
鈞
と
い
い
、（
中
略
。
祖
父
の
代
か
ら
現
在
に
至
る
系
図

を
述
べ
る
。
三
一
一
頁
図
参
照
）
現
在
、
孫
の
代
で
六
房
が
あ
り
、
子
孫
は
次
々
と
連
な
っ
て
蝗
の
よ
う
に
数
多
く
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
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は
み
な
、
祖
父
も
し
く
は
父
が
陰
徳
を
積
ま
れ
た
お
か
げ
な
の
だ
。
と
い
う
の
も
わ
が
祖
父
が
誠
実
で
義
を
好
み
、
郷
里
の
人
々
か
ら
盛

徳
の
あ
る
人
物
を
称
え
ら
れ
、
ま
た
父
の
兄
弟
の
代
も
努
力
し
て
仕
事
に
い
そ
し
み
、
先
代
の
偉
業
を
つ
い
で
郷
里
の
人
々
か
ら
賢
能
を

も
つ
人
物
と
称
え
ら
れ
た
た
め
、
つ
い
に
家
は
次
第
に
盛
ん
に
な
り
、
今
日
ま
で
至
っ
て
没
落
の
恐
れ
は
な
く
な
っ
た
の
だ
。

　
し
か
し
子
孫
が
多
け
れ
ば
心
は
合
一
し
難
く
、
分
か
れ
た
系
統
が
多
け
れ
ば
租
穀
を
分
配
す
る
の
も
不
便
で
あ
る
。
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

が
松
江
な
ど
に
商
売
に
出
て
い
る
の
で
、
家
の
面
倒
を
見
る
の
も
難
し
い
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
兄
弟
が
叔
父
や
甥
と
と
も
に
、
水
利
の

状
況
や
地
味
の
よ
し
あ
し
を
勘
案
し
、
実
地
に
調
査
し
て
平
等
に
三
つ
の
籤
を
作
り
、
引
い
た
籤
ど
お
り
に
財
産
の
管
理
を
行
う
こ
と
と

し
た
（
中
略
。
分
割
に
先
立
ち
三
者
合
同
で
田
地
の
整
備
を
行
う
こ
と
、
家
屋
や
山
場
・
菜
園
な
ど
は
分
割
の
範
囲
に
入
ら
な
い
こ
と
、
祀
田
を
子
孫
が

勝
手
に
売
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
分
割
後
は
自
分
の
取
り
分
以
外
を
侵
食
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
る
）。

　
か
く
の
ご
と
く
す
れ
ば
、
財
産
は
分
割
さ
れ
て
も
家
族
と
し
て
の
情
義
は
常
に
存
し
、
枝
は
盛
ん
に
な
っ
て
も
幹
は
い
よ
い
よ
固
く
、

代
々
永
遠
に
栄
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
今
、
証
拠
が
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
天
・
地
・
人
の
籤
を
立
て
て
三
本
と
し
、
各
々
一

本
を
保
存
し
て
証
拠
と
す
る
。

【
解
説
】

　
こ
の
分
家
書
は
、
康
煕
一
一
年
（
一
六
七
二
）
に
徽
州
府
休
寧
県
の
呉
氏
が
立
て
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
冒
頭
の
部
分
を
掲
げ
た
（
書
影

14
参
照
）。
表
紙
に
は
「
天
字
鬮
書
　
泮
房
執
」
と
あ
り
、
表
紙
を
除
い
て
八
葉
（
一
六
頁
）
の
文
書
で
あ
る
。
前
文
に
よ
る
と
、
祖
父
の

聯
橋
公
（
諱
は
鈞
）
に
は
三
人
の
子
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
数
人
の
子
が
あ
っ
て
、
子
孫
は
繁
栄
し
て
い
る
が
、
子
孫
が
多
く
な
れ

ば
小
作
料
の
分
配
が
難
し
く
、
ま
た
江
南
の
松
江
（
現
在
の
上
海
市
）
に
商
売
に
行
っ
て
い
る
者
も
い
て
家
の
管
理
が
困
難
で
あ
る
た
め
、

聯
橋
公
の
子
供
の
代
の
三
系
統
で
財
産
を
分
け
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
原
文
で
は
省
略
し
た
文
書
の
末
の
署
名
は
、
孫
の
代
の
呉
国
樹

と
国
槐
を
筆
頭
と
し
て
、
曽
孫
の
代
の
士
煇
以
下
四
名
（
こ
の
世
代
の
諱
は
い
ず
れ
も
「
士
」
字
の
下
に
火
偏
の
字
が
つ
い
て
い
る
）、
玄
孫
の
代
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の
伯
順
以
下
二
名
（
こ
の
世
代
の
諱
は
い
ず
れ
も
「
順
」
字
が
つ
い
て
い
る
）
が
連
署
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
は
聯
橋
公
の
子
の
代
は
い
ず
れ

も
死
去
し
て
孫
の
代
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
三
系
統
の
間
で
均
等
に
財
産
を
分
け
る
と
い
う
こ
と
で
、「
天
」「
地
」「
人
」
の

三
つ
の
籤
を
つ
く
っ
た
が
、
文
書
中
の
リ
ス
ト
に
「
天
字
號
壹
鬮
　
泮
公
鬮
得
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
「
天
字
号
」
の
籤
は
聯
橋
公
の
第

三
子
の
系
統
が
引
き
当
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
史
料
は
、
明
清
時
代
の
分
家
書
の
一
般
的
な
ス
タ
イ
ル
を
比
較
的
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
以

下
の
よ
う
な
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
一
に
、
前
文
で
宗
族
の
繁
栄
を
川
の
流
れ
や
木
の
枝
に
例
え
て
い
る
の
は
、
中
国
の
宗
族
に
関

わ
る
特
徴
的
な
比
喩
と
い
え
、
そ
こ
で
は
、
水
源
や
木
の
幹
に
例
え
ら
れ
る
本
源
的
な
共
同
性
と
、
無
限
に
分
か
れ
広
が
る
繁
栄
の
様
相

と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
前
文
の
末
尾
に
「
財
産
は
分
割
さ
れ
て
も
家
族
と
し
て
の
情
義
は
常
に
存
し
、
枝
は
盛
ん
に
な
っ
て
も
幹

は
い
よ
い
よ
固
く
、
代
々
永
遠
に
栄
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と

あ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
で
、
財
産
分
割
は
、
子

孫
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
調
和
を
保
っ
て
団
結

す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
分
割
す
る
対
象
に
つ
い
て
で
あ
る
。
伝
統
中
国
の
財
産
分

割
に
つ
い
て
は
、
鍋
釜
に
至
る
ま
で
均
分
す
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
そ

の
分
割
の
徹
底
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
事
例
で
は
、
以

下
の
【
書
式
】
で
記
す
よ
う
に
、
一
方
で
は
財
産
の
一
部
は
祀
産
に
繰

り
入
れ
ら
れ
、
ま
た
家
屋
や
菜
園
は
分
割
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
田

土
の
み
が
分
割
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
呉
家
が
あ
る
程
度

経
済
的
な
余
裕
の
あ
る
家
族
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
分
割
の
単
位
と
な

柱（國柱）

材（國材）

楠（國楠）

槐（國槐）

機（國機）

樹（國樹）

松（國松）

鈞（聯橋公）

漳（愛橋公）

潾（秉中公）

泮（貴池公）

図　呉氏の家系

前文に記された家系によって作成した。前文には一字
名で記載されているが、文書末の署名からみると、第
三世代の名前にはいずれも「國」字がついていたこと
が推測される。第一世代、第二世代にも共通の字が含
まれていたのかもしれないが、不明である。
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る
子
供
の
世
代
が
す
で
に
死
去
し
た
時
代
で
あ
っ
て
、
実
際
の
生
活
は
す
で
に
分
か
れ
て
行
う
部
分
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
何
を
ど
こ
ま
で
分
け
る
か
と
い
う
点
は
、
地
域
や
そ
の
家
族
の
経
済
状
況
に
よ
っ
て
違
い
が

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
平
等
性
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
分
家
契
約
に
対
す
る
合
意
の
基
礎
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
は
、「
籤
」
と
い
う
形
式

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

【
書
式
】

　
本
項
で
は
、
冒
頭
部
分
の
み
を
提
示
し
た
が
、
冒
頭
部
分
に
続
け
て
本
史
料
で
は
、「
天
字
号
」「
地
字
号
」「
人
字
号
」
そ
れ
ぞ
れ
の
籤

を
引
い
た
者
に
与
え
ら
れ
る
土
地
の
リ
ス
ト
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
天
字
号
」
で
は
「
羔
字
參
拾
伍
號
　
土
名
長
嶺
塢
田
參
坵
　
稅
伍
分

弐
厘
肆
毫
柒
系
」
と
い
っ
た
形
で
土
地
の
所
在
と
面
積
が
記
さ
れ
、
そ
れ
が
一
〇
件
ほ
ど
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
羔
字
參
拾
伍
號
」

は
官
に
登
録
さ
れ
た
土
地
の
地
番
、「
土
名
長
嶺
塢
」
は
民
間
の
小
地
名
、「
田
參
坵
」
は
、
畦
な
ど
で
区
分
さ
れ
た
田
一
枚
を
一
坵
と
数

え
て
そ
れ
が
三
つ
あ
る
こ
と
、
を
示
す
。「
稅
」
は
一
見
土
地
税
の
金
額
を
示
す
よ
う
だ
が
、
他
の
条
に
は
「
稅
何
畝
何
分
…
」
と
い
っ
た

書
き
方
も
あ
る
の
で
、「
稅
畝
」
す
な
わ
ち
税
糧
徴
収
の
基
準
と
な
る
単
位
で
表
示
し
た
面
積
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
地

字
号
」「
人
字
号
」
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
そ
の
後
に
、「
鈞
公
衆
存
田
開
浚
」
と
し
て
土
地
名
が
七
件
、「
三
家
公
存
祀
田
」
と
し
て
土
地
名
が
二
件
記
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ

い
て
は
「
上
記
の
田
二
筆
は
、
鈞
公
の
祀
内
に
入
れ
、
康
煕
一
一
年
以
降
交
替
で
収
租
し
、
年
末
の
僕
婢
へ
の
給
米
、
掃
除
、
灯
燭
（
祭

祀
用
の
蝋
燭
）、
演
劇
な
ど
の
費
用
、
及
び
次
年
の
清
明
節
の
墓
参
り
の
費
用
に
充
て
る
」
と
い
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
家
産

分
割
に
際
し
、
新
た
に
祀
田
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
附
則
と
し
て
、
清
明
節
に
お
け
る
供
え
物
な
ど
の
内
容
や
「
墳
僕
」

（
墓
守
）
へ
の
報
酬
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
日
付
と
署
名
・
花
押
が
あ
り
、
そ
の
前
に
「
天
」「
地
」「
人
」
の
三
文
書
を
重
ね
て
割
書
き
し
た
文
言
（
後
に
文
書
の
真
偽
が
問
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題
に
な
っ
た
時
に
つ
き
合
わ
せ
て
証
明
す
る
た
め
の
も
の
）
が
あ
る
が
、
部
分
的
で
あ
る
た
め
文
言
の
内
容
は
読
み
取
れ
な
い
。

　
な
お
、
本
史
料
の
よ
う
な
十
数
頁
に
も
わ
た
る
分
家
書
は
、
裕
福
な
家
の
例
外
的
な
事
例
と
も
い
え
る
。
一
枚
の
紙
に
す
べ
て
を
書
き

込
む
形
の
分
家
書
も
多
く
、
そ
れ
ら
は
分
家
単
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。

【
参
考
文
献
】

内
田
智
雄
『
中
国
農
村
の
分
家
制
度
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
）

滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
一
九
六
七
年
）

D
avid W

akefield, Fenjia: H
ousehold D

ivision and Inheritance in Q
ing and R

epublican C
hina

（H
onolulu, H

aw
aii, 

U
niversity of H

aw
aii Press, 1998

）

臼
井
佐
知
子
『
徽
州
商
人
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）

四
　
合

資

文

書

【
解
題
】

　
本
項
で
は
、
共
同
で
出
資
し
て
経
営
を
行
い
、
そ
の
利
益
を
出
資
額
に
応
じ
て
分
配
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
合
股
」（「
合
夥
」
な
ど
と
も
い

う
）
の
例
を
挙
げ
る
。
合
股
の
萌
芽
形
態
は
す
で
に
宋
代
に
見
ら
れ
、
明
清
時
代
に
は
合
股
は
商
工
業
経
営
を
中
心
に
、
広
範
に
存
在
し

た
。
利
益
分
配
の
単
位
を
「
股
」
と
い
い
、
日
本
で
い
え
ば
「
株
」
に
当
た
る
。

　
合
股
に
お
い
て
は
、
出
資
額
に
応
じ
て
利
益
が
分
配
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
後
掲
の
文
書
の
よ
う
に
、
土
地
や
店
舗
な
ど
を
提
供
す
る

場
合
、
及
び
資
金
は
出
さ
ず
に
労
働
を
行
う
場
合
も
、「
股
」
と
し
て
数
え
ら
れ
、
利
益
分
配
を
受
け
る
場
合
が
多
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
と
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は
別
に
賃
金
を
払
っ
て
雇
わ
れ
る
労
働
者
や
店
員
も
お
り
、
利
益
分
配
方
式
と
賃
金
方
式
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
従
来
の
研
究
で
は
、
西
洋
の
株
式
会
社
と
の
比
較
で
、
中
国
の
合
股
が
親
族
・
友
人
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
こ
と

や
、
出
資
者
が
連
帯
無
限
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
、
股
の
自
由
な
譲
渡
は
可
能
か
、
と
い
っ
た
点
が
論
じ
ら
れ
た
。
通
説
的
に
は
、
中
国

の
合
股
は
、
血
縁
・
地
縁
関
係
で
結
ば
れ
る
小
範
囲
の
人
間
集
団
に
止
ま
り
、
不
特
定
多
数
の
人
々
か
ら
資
金
を
集
め
て
大
規
模
な
企
業

に
発
展
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
技
術
的
な
条
件
に
よ
り
、
大
規
模
か
つ
長
期
の
投
資

を
要
す
る
産
業
に
お
い
て
は
、
中
国
で
も
多
数
の
出
資
者
に
よ
る
企
業
が
存
在
し
た
。
た
と
え
ば
、
清
代
中
期
以
降
の
四
川
の
井
塩
業
（
塩

分
を
含
ん
だ
地
下
水
を
く
み
上
げ
、
塩
を
焼
成
す
る
）
に
お
い
て
は
、
塩
水
の
所
在
を
探
る
ボ
ー
リ
ン
グ
の
段
階
か
ら
相
当
の
資
金
が
必
要
で

あ
り
、
多
人
数
の
出
資
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
益
配
分
の
権
利
（
井
塩
業
で
は
「
日
份
」
な
ど
と
い
い
、「
天
」
で
数
え
る
）
を
譲
渡

あ
る
い
は
貸
与
し
て
新
し
い
資
本
を
得
る
複
雑
な
仕
組
み
が
発
達
し
た
。

　
合
股
は
、
商
工
業
経
営
に
お
い
て
広
く
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
資
本
と
労
働
の
提
供
量
に
応
じ
て
利
益
（
と
そ
れ
に
伴
う
リ
ス
ク
）
を

分
配
す
る
仕
組
み
と
考
え
れ
ば
、
農
業
・
林
業
な
ど
に
お
い
て
も
同
じ
原
理
の
経
営
は
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
農
業
経
営
に
お
い

て
、
小
作
料
を
定
額
で
は
な
く
定
率
で
納
め
る
「
分
種
」
と
い
わ
れ
る
小
作
制
度
や
、
林
業
に
お
い
て
山
場
の
所
有
者
と
林
木
育
成
業
者

と
が
一
定
比
率
で
木
材
売
却
利
益
を
分
け
合
う
方
式
な
ど
は
、
広
義
の
合
股
に
相
当
す
る
も
の
と
い
え
る
。
定
額
の
請
負
や
固
定
賃
金
に

比
べ
て
、
合
股
は
、
利
益
と
リ
ス
ク
を
、
関
係
者
の
間
で
広
く
分
散
す
る
シ
ス
テ
ム
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

【
史
料
VI
】

「
道
光
三
十
年
趙
玉
崑
等
開
設
木
廠
合
同
」（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
）

① 

原 

文

立
合
同
字
據
人
〈
趙
玉
崑
／
新
／
自
宅
〉、
公
議
開
設
木
厰
。
因
劉
德
泰
有
阜
順
山
貸
舖
底
、
伊
舖
有
欠
外
客
賬
、
伊
自
行
淸
理
不
于
新
宅
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等
及
改
換
字
號
內
相
干
。
坐
落
在
宣
武
門
內
路
西
。〈
趙
／
新
／
自
〉
宅
、
曹
爲
政
、
與
劉
德
太
（
泰
）
商
議
明
確
、
改
開
義
興
木
厰
。
劉

德
泰
將
此
舖
底
連
所
存
木
料
等
作
爲
舖
底
一
股
。〈
趙
／
新
／
自
〉
每
位
各
出
錢
四
佰
吊
作
爲
一
股
、
三
位
共
入
錢
壹
阡
貳
百
吊
作
爲
三
錢

股
。
曹
爲
政
承
領
成
做
、
作
爲
一
人
股
。
舖
底
錢
股
人
股
共
作
爲
五
股
。
一
年
一
算
、
天
賜
得
利
、
按
五
股
均
分
。
曹
爲
政
每
年
應
支
錢

五
拾
吊
、
准
支
三
年
。
三
年
外
改
應
支
錢
三
拾
陸
吊
、
作
爲
每
年
辛
金
。
此
係
五
面
議
定
、
各
無
﨤
悔
。
恐
後
無
憑
、
立
合
同
各
執
一
紙

爲
據
。

　
　

再
同
衆
共
議
、
東
家
夥
計
等
算
賬
後
許
使
餘
利
。
餘
利
外
不
許
長
支
。
如
有
長
支
者
、
多
支
一
吊
罰
錢
拾
吊
。
又
照
。

道
光
三
十
年
二
月
初
二
日  

新 

宅  　

 

自　
　

 　
　

 

立
合
同
人 

趙
玉
崑 　
　

 

劉
德
泰 　
　

 

曹
爲
政 　
　

 

中
見
人 

王
殿
輔 

十　

咸
豐
貳
年
十
一
月
廿
七
日
算
大
賬 

駱
浦
雲
（
押
）

新
・
自
宅
、
趙
玉
崑
、
劉
德
泰
、
四
面
議
定
、
此
合
同
原
係
每
股
四
佰
吊
錢
作
本
、
今
定
卽
以
貳
百
吊
錢
作
本
、
其
餘
錢
貳
百
吊
未

入
。
以
下
算
賬
、
卽
按
八
百
吊
作
價
本
。
又
照
。 

② 

訓 

読

合
同
字
據
を
立
つ
る
の
人
、
趙
玉
崑
・
新
〔
宅
〕・
自
宅
、
木
厰
を
開
設
せ
ん
こ
と
を
公
議
す
。
劉
德
泰
に
阜
順
山
な
る
貸
舖
底
有
り
、
伊か

れ
の
舖
に
外
客
賬
を
欠
す
る
有
る
に
因
り
、
伊
れ
自
ら
淸
理
を
行
ひ
、
新
宅
等
及
び
改
換
せ
る
字
號
內
に
于
い
て
相
干
せ
ず
。
坐
落
し
て

宣
武
門
內
の
路
西
に
在
り
。
趙
、
新
、
自
宅
、
曹
爲
政
は
、
劉
德
泰
と
商
議
す
る
こ
と
明
確
な
り
て
、
改
め
て
義
興
木
厰
を
開
く
。
劉
德
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泰
は
此
の
舖
底
を
將
て
所
存
の
木
料
等
を
連
ね
て
作
り
て
舖
底
一
股
と
爲
す
。
趙
、
新
、
自
は
每
位
各
々
錢
四
佰
吊
を
出
だ
し
、
作
り
て

一
股
と
爲
す
。
三
位
共
せ
て
錢
壹
阡
貳
百
吊
を
入
れ
、
作
り
て
三
錢
股
と
爲
す
。
曹
爲
政
は
、
成
做
を
承
領
し
、
作
り
て
一
の
人
股
と
爲

す
。
舖
底
、
錢
股
、
人
股
、
共
せ
て
作
り
て
五
股
と
爲
す
。
一
年
一
算
、
天
賜
に
て
利
を
得
れ
ば
、
五
股
に
按
じ
て
均
分
す
。
曹
爲
政
は

每
年
應
に
錢
五
拾
吊
を
支
す
べ
く
、
支
す
る
こ
と
三
年
な
る
を
准
す
。
三
年
の
外
な
れ
ば
、
改
め
て
應
に
錢
三
拾
陸
吊
を
支
し
、
作
り
て

每
年
の
辛
金
と
爲
す
べ
し
。
此
れ
五
面
議
定
す
る
に
係
り
、
各
々
﨤
悔
無
し
。
後
に
憑
無
き
を
恐
れ
、
合
同
を
立
て
、
各
々
一
紙
を
執
り

て
據
と
爲
す
。

　
　

再
に
衆
と
同
に
共
議
す
ら
く
、
東
家
の
夥
計
等
算
賬
後
、
餘
利
を
使
ふ
を
許
す
。
餘
利
の
外
、
長
支
を
許
さ
ず
。
如
し
長
支
す
る
者

有
ら
ば
、
一
吊
を
多
支
す
る
に
罰
錢
拾
吊
な
り
。
又
た
照
す
。

（
日
付
及
び
署
名
は
省
略
）

　
　

咸
豐
貳
年
十
二
月
廿
七
日
大
賬
を
算
す
。

　
　

新
・
自
宅
、
趙
玉
崑
、
劉
德
泰
、
四
面
議
定
す
ら
く
、
此
の
合
同
は
原
も
と
每
股
四
佰
吊
錢
を
本
と
作
す
に
係
る
。
今
定
め
て
卽
ち

貳
百
吊
錢
を
以
て
本
と
作
す
。
其
の
餘
錢
二
百
吊
は
、
未
だ
入
れ
ず
。
以
下
の
算
賬
は
、
卽
ち
八
百
吊
に
按
じ
て
價
本
と
爲
す
。
又
た
照

す
。

③ 

語 

釈

〈
舖
底
〉
商
店
の
営
業
権
の
こ
と
。
商
店
の
建
物
そ
の
も
の
で
な
く
、
建
物
の
所
有
者
に
テ
ナ
ン
ト
料
を
払
っ
て
営
業
す
る
権
利
が
、
独
自

に
売
買
・
貸
借
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
舗
底
を
倒
す
る
」「
舗
底
を
出
租
す
る
」
な
ど
と
い
う
。　〈
字
號
〉
商
店
や
工
場
の
屋
号
。

こ
の
場
合
は
「
義
興
木
厰
」
な
ど
。　〈
吊
〉
一
般
に
は
銅
銭
一
千
文
を
指
す
が
、
清
代
の
北
京
で
は
、
実
際
の
銅
銭
一
枚
で
二
文
と
数
え

る
慣
行
が
あ
り
、
一
吊
は
千
文
と
さ
れ
る
が
実
際
に
は
銅
銭
五
百
枚
で
あ
る
。　〈
東
家
〉
商
店
な
ど
の
主
人
の
こ
と
を
東
家
と
い
う
が
、
他

の
契
約
書
で
は
銭
股
の
こ
と
を
人
股
と
区
別
し
て
「
東
股
」
と
い
う
の
で
、
こ
こ
で
は
、
金
銭
で
の
出
資
者
で
あ
る
新
宅
・
自
宅
・
趙
玉



317

七　契約文書

崑
の
三
人
を
指
す
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。　〈
夥
計
〉
商
店
な
ど
の
店
員
。　〈
算
賬
〉
決
算
。
こ
の
場
合
は
、
収
支
を
計
算
し
て
、
利
益
を

分
配
す
る
こ
と
を
い
う
。　〈
長
支
〉
給
料
を
前
借
り
し
て
年
末
に
決
算
す
る
こ
と
。

④ 
和 
訳

　
合
同
字
拠
を
立
て
る
趙
玉
崑
・
新
宅
・
自
宅
は
、
木
材
加
工
場
の
開
設
を
皆
で
相
談
し
た
。
劉
徳
泰
は
阜
順
山
と
い
う
屋
号
の
貸
舗
底

を
持
っ
て
お
り
、
彼
の
店
は
外
部
の
取
引
相
手
に
借
金
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
彼
自
身
が
返
済
し
、
新
宅
な
ど
及
び
新
し
い
屋
号
の
店
（
こ

こ
で
は
以
下
に
出
て
く
る
義
興
木
廠
を
い
う
）
と
は
無
関
係
と
す
る
。〔
そ
の
舗
底
は
〕
宣
武
門
内
の
路
西
に
あ
る
。
趙
、
新
、
自
宅
、
曹
為
政

は
、
劉
徳
泰
と
話
し
あ
い
、
明
確
に
改
め
て
義
興
木
廠
を
開
く
こ
と
と
し
た
。
劉
徳
泰
は
こ
の
舗
底
と
そ
こ
に
す
で
に
あ
る
木
材
な
ど
を

合
わ
せ
て
舗
底
一
股
と
す
る
。
趙
、
新
、
自
は
各
人
銭
四
〇
〇
吊
を
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
股
と
す
る
。
三
人
あ
わ
せ
て
銭
一
二
〇
〇
吊
を

払
い
込
み
、
そ
れ
が
三
銭
股
と
な
る
。
曹
為
政
は
、
木
材
加
工
を
担
当
し
、
そ
れ
が
一
つ
の
人
股
と
な
る
。
舗
底
、
銭
股
、
人
股
、
あ
わ

せ
て
五
股
と
す
る
。

　
一
年
に
一
回
決
算
し
、
天
の
お
恵
み
で
利
益
が
上
が
れ
ば
、
五
股
に
応
じ
て
均
分
す
る
。
曹
為
政
に
は
、〔
そ
の
ほ
か
〕
毎
年
銭
五
〇
吊

を
支
払
う
こ
と
と
し
、
そ
の
期
間
は
三
年
と
す
る
。
三
年
が
過
ぎ
れ
ば
、
銭
三
六
吊
の
支
払
い
に
改
め
、
そ
れ
を
〔
曹
為
政
の
〕
毎
年
の

給
料
と
す
る
。
こ
れ
は
五
人
が
相
談
し
て
定
め
た
も
の
で
、
各
々
蒸
し
返
す
こ
と
は
し
な
い
。
後
に
証
拠
が
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
合

同
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
を
保
存
し
て
証
拠
と
す
る
。

　
さ
ら
に
皆
で
協
議
し
た
結
果
、
株
主
の
〔
雇
う
〕
店
員
な
ど
は
、
決
算
の
後
、
余
っ
た
利
益
を
使
う
こ
と
を
許
す
。
余
っ
た
利
益
の
ほ

か
は
、
給
料
の
前
貸
し
は
許
さ
な
い
。
も
し
前
貸
し
す
る
者
が
い
れ
ば
、
前
貸
し
額
一
吊
ご
と
に
罰
金
一
〇
吊
と
す
る
。
以
上
ま
た
証
明

す
る
。

　（
日
付
及
び
署
名
は
省
略
）

　
咸
豊
二
年
一
二
月
廿
七
日
総
決
算
を
行
っ
た
。
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新
宅
・
自
宅
、
趙
玉
崑
、
劉
徳
泰
が
四
者
で
議
定
し
た
こ
と
に
は
、
こ
の
合
同
は
も
と
も
と
毎
股
銭
四
〇
〇
吊
を
資
本
と
し
て
い
た
が
、

今
定
め
て
二
〇
〇
吊
銭
を
資
本
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
残
り
の
銭
二
〇
〇
吊
は
、
ま
だ
払
い
込
ん
で
い
な
い
。
以
下
の
決
算
は
、
す
な
わ

ち
八
〇
〇
吊
に
応
じ
て
銭
で
の
資
本
と
す
る
。
以
上
、
ま
た
証
明
す
る
。

【
解
説
】

　
本
文
書
は
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
の
北
京
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
文
書
群
に
は
、
不
動
産
の
売
買
文
書

の
ほ
か
、
店
舗
の
営
業
権
や
合
股
の
結
成
に
関
わ
る
文
書
、
水
の
販
売
権
を
め
ぐ
る
文
書
な
ど
、
都
市
商
業
に
関
わ
る
興
味
深
い
文
書
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
契
約
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
新
し
い
合
股
企
業
で
あ
る
「
義
興
木
厰
」
は
、
五
股
か
ら
成
り
、
そ
の
内
訳
は
す
な
わ
ち
、
銭
で
出

資
し
た
三
名
（
新
宅
、
自
宅
、
趙
玉
崑
）
の
も
つ
三
銭
股
、
舗
底
（
店
舗
の
営
業
権
）
を
提
供
す
る
劉
徳
泰
の
も
つ
舗
底
股
、
及
び
木
材
の
加

工
な
ど
実
際
の
作
業
を
行
う
曹
為
政
の
も
つ
人
股
、
で
あ
る
。
一
年
に
一
回
決
算
を
行
い
、
利
益
を
五
等
分
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
曹
為
政
に
つ
い
て
は
、
五
等
分
さ
れ
た
利
益
の
ほ
か
に
、
定
額
の
賃
金
も
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
開
業
当
初
に
お
い
て

は
十
分
な
利
益
が
上
が
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
実
際
の
業
務
に
は
携
わ
ら
な
い
出
資
者
は
と
も
か
く
と
し
て
、
業
務
を
担
当
す
る
人
に

は
相
応
の
利
益
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
曹
為
政
は
一
面
で
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

と
し
て
の
利
益
均
分
を
受
け
る
と
と
も
に
、
他
面
で
は
安
定
し
た
基
本
給
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
三
年
後
に
賃
金

部
分
が
減
額
さ
れ
る
の
は
、
事
業
利
益
の
拡
大
を
見
越
し
て
の
措
置
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
業
場
で
働
く
の
は
曹
為
政
の
み
な
ら
ず
、
店

員
（
夥
計
）
も
い
た
よ
う
で
、
彼
ら
に
は
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
契
約
は
道
光
三
〇
年
（
一
八
五
〇
）
二
月
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
約
三
年
後
の
咸
豊
二
年
（
一
八
五
二
）
一
二
月
に
新
た

な
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
、
出
資
額
が
半
分
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
出
資
者
の
な
か
に
手
元
不
如
意
で
出
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資
が
遅
延
す
る
者
が
あ
り
、
そ
の
た
め
事
業
の
規
模
を
縮
小
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
義
興
木
廠
に
つ
い
て
は
、
光

緒
四
年
（
一
八
七
八
）
に
「
義
興
木
廠
錢
股
一
分
」
を
持
つ
趙
慶
と
い
う
人
物
（
お
そ
ら
く
趙
玉
崑
の
子
孫
或
い
は
同
族
で
あ
ろ
う
）
が
、
新
し

い
店
を
作
る
た
め
自
ら
の
資
本
を
引
き
揚
げ
て
脱
退
す
る
む
ね
の
「
退
約
」
が
含
ま
れ
て
い
る
（
北
京
文
書
二
四
三
番
）。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、

義
興
木
廠
は
、
設
立
以
来
少
な
く
と
も
二
十
数
年
は
営
業
を
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

【
書
式
】

　
こ
の
契
約
書
は
「
合
同
」（
第
二
項
参
照
）
で
あ
り
、
同
じ
内
容
の
契
約
を
五
枚
作
成
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
所
持
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

文
書
末
尾
の
署
名
に
は
、「
立
合
同
人
」
と
し
て
五
名
（
た
だ
し
、「
新
宅
」「
自
宅
」
の
具
体
的
な
名
前
は
明
ら
か
で
な
い
）
が
連
記
さ
れ
て
い
る

が
、
文
書
冒
頭
の
「
立
合
同
字
據
人
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
新
宅
・
自
宅
・
趙
玉
崑
の
出
資
者
三
名
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
三
名
が
発
案
し
、
曹
為
政
と
劉
徳
泰
を
仲
間
に
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
か
も
し
れ
な
い
。
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